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────────────────────────── 

午 前 10 時 ０ 分 開 議 

○議長（石川 弘君） これより会議を開きます。 

 出席議員は49名、会議は成立いたしております。 

────────────────────────── 

 日程第１ 会議録署名人選任の件 

○議長（石川 弘君） 日程第１、会議録署名人選任の件を議題といたします。 

 私より指名いたします。７番・黒澤和泉議員、８番・野島友介議員の両議員にお願いいたし

ます。 

────────────────────────── 

 日程第２ 代表質問 

○議長（石川 弘君） 日程第２、代表質問を行います。 

 公明党千葉市議会議員団代表、13番・青山雅紀議員。 

〔13番・青山雅紀君 登壇、拍手〕 

○13番（青山雅紀君） 皆さん、おはようございます。公明党千葉市議会議員団の青山雅紀で

ございます。 

 本年は、私たちの暮らしの中で大きな影響を与え続けてきた新型コロナウイルス感染症にお

ける危機対応が２類相当から５類へと大きく転換点を迎えた年となりました。コロナ禍からの

回復を目指す社会経済活動の正常化に向けた押し上げ効果に期待が高まる一方で、世界情勢の

悪化などにより、物価高騰は依然市民生活や地域経済に大きな影響をもたらすなど、まだまだ
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先行きが不透明な状況であります。 

 今後も、市民生活にとって真に必要な支援をしっかりと捉え、先を見据えた支援の優先順位

を見定めつつ、着実に施策を展開していく必要があり、夢と希望を持てる本市のさらなる取組

に期待いたします。 

 それでは、会派を代表して質問を行います。よろしくお願いします。 

 初めに、市政運営の基本姿勢についてです。 

 まず、新年度予算編成についてお伺いします。 

 関東財務局による10月の県内の経済情勢によれば、総括判断は持ち直しているとされており、

先行きにつきましても、各種政策の効果もあり、景気が持ち直していくことが期待されるもの

の、世界的な金融引き締めに伴う海外景気の下振れリスクがあるほか、物価の上昇や金融資本

市場の変動等にも十分注意する必要があるとのことです。 

 このような状況下で迎える新年度の予算編成では、依然として市債の返済が高止まりにある

中、社会保障関係経費の増額に加え、公共施設の老朽化対策などの財政需要も見込まれており、

厳しい収支状況にあるものと考えます。 

 本定例会の冒頭、神谷市長からは、新年度予算編成について、財政の健全性の維持に向けた

取組を推進するなど、将来にわたり持続可能な財政運営に向けて取り組んでいくとの基本的な

考え方が示されたところであります。 

 そこで、改めて、新年度における財政見通しをどのように捉え、予算編成に臨んでいるのか、

市長の見解を伺います。 

 次に、予算編成の方針では、２年度目となります第１次実施計画事業について、事業費の精

査を行った上で、事業の着実な推進を図ることが神谷市長より示されました。私たち市議団で

は、これまで、自主財源の確保における取組のほか、防災・減災対策の強化、共生社会の実現

に向けた諸施策や子ども・子育て支援事業の推進に加え、市民生活に寄り添った物価高騰への

的確な対応など、様々な施策の提言を行い、本年10月には、令和６年度の予算編成に関する要

望書を、そして、11月には重点要望書を神谷市長に提出したところであります。 

 そこで、新年度の予算編成において、市長はどのような分野や施策に予算を重点配分されよ

うとしているのか、物価高騰対策を含めてお聞かせください。 

 次に、国の総合経済対策への対応について伺います。 

 民間の調査会社によりますと、今年値上げされた食品の累計は、3万1,000品目を超え、昨年

の2万6,000品目を大きく上回ったとのことであり、値上げの勢いは後退傾向にあると言われて

いるものの、物価高騰の影響は、引き続き市民生活に大きな影響を落としています。 

 こうした中、国による総合経済対策の財源の裏づけとなります令和５年度補正予算が11月29

日可決成立となりました。今回の総合経済対策における緊急要望書については、重点支援地方

交付金のうち、低所得世帯支援枠の支援については、一刻も早く給付が届くよう、また、推奨

支援事業におきましても、消費や経済活動の下支え等を通じた生活者、事業者の支援策等を早

急に策定するなど、求めたところであります。 

 そこで、物価高騰の現状を踏まえ、国の補正予算編成に呼応した支援に係る取組を迅速に対

応すべきと考えますが、市長の見解をお聞きかせください。 

 次に、国土強靱化地域計画について伺います。 

 国土強靱化計画については、国では、2013年に強くしなやかな国民生活の実現を図るための
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防災・減災等に資する国土強靱化基本法が成立し、事前防災及び減災に資する政策を総合的か

つ計画的に実施することの重要性などが明文化されまして、10年以上が経過しました。 

 国土強靱化計画の目的は、地震や津波、台風などの大災害が発生しても、人命保護、被害の

最小化、経済社会の維持、迅速な復旧復興ができるよう目指す取組であります。また、国土強

靱化の対象範囲は幅広いため、行政だけではなく、企業、地域、個人における取組やハード面

だけではなくソフト面の取組も含まれることから、これまで、市議団では、その重要性を幾度

となく議会質問等で取り上げ、対策の強化を求めてきました。 

 本年第１回定例会では、今後の国土強靱化計画の見直し等についてお尋ねし、当局からは、

計画改定の視点や改定後のアクションプランを機能させるための進捗管理等について御答弁を

いただくとともに、答弁内容に沿って本年３月に計画の見直し、公表が行われたところであり

ます。今後につきましては、これらの計画に基づいたハード、ソフト面から施策を推進し、災

害に強いさらなる強靱なまちづくりに期待するところであります。 

 さて、国では、本年７月に国土強靱化基本計画の変更について閣議決定がされ、新たな視点

として、デジタル等新技術の活用による国土強靱化の高度化など、社会情勢の変化に関する事

項や近年の災害からの知見についても細かく計画に盛り込まれたところです。 

 本市では、令和元年の台風等の被害に対して全庁的に取り組むため、令和２年１月に、災害

に強いまちづくり政策パッケージを策定し、風水害対策に関連した多くの事業を打ち出すなど、

近年の災害で得た教訓を踏まえ、様々な対策にいち早く反映してきたと認識しております。 

 今後は、国の新たな計画で示された視点を取り入れ、積極的に対策を進めるとともに、近年

の災害からの知見に基づき策定されました災害に強いまちづくり政策パッケージと国土強靱化

地域計画の関係をしっかりと整理する必要があるのではないかと考えます。 

 そこで、３点お伺いします。 

 １つに、本市の国土強靱化に向けての基本的な考え方について。 

 ２つに、国の国土強靱化基本計画の変更への対応について。 

 ３つに、国土強靱化地域計画アクションプランの進捗管理について、災害に強いまちづくり

政策パッケージとの関係を含めてお答えください。 

 次に、本市における周辺都市との広域連携について伺います。 

 去る10月11日、大都市制度調査特別委員会において福島市役所を訪問し、ふくしま田園中枢

都市圏の広域連携の取組について視察しました。これらの事業の枠組みは、福島市を中心とし

た９つの市町村により構成され、県をもまたぐ非常に珍しい取組であり、ポストコロナ時代に

おいて、多様なライフスタイルを実現できる南東北の要となるべく、圏域の強みを生かして、

観光連携、産業連携、移住定住促進を中心に取組が進められています。 

 三大都市圏に存する千葉市においては、制度の対象外となっており、連携中枢都市圏を形成

することはできないものの、全国的に市町村合併から広域連携へと舵が切られている中、地域

を活性化し経済を持続可能な形で提供していくため、以前にも増して自治体間における広域連

携への取組は非常に重要と考えます。 

 横浜市周辺では、横浜市を提案市として、総務省の新たな広域連携促進事業を契機とし、川

崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市、町田市の８市が連携する新たな広域連携

促進の取組が進められています。その目的は、基礎自治体ならではの視点から、水平、対等の

関係で、圏域全体の行政サービスの維持向上、地域コミュニティの活性化、持続可能な成長、
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発展等を目指すものであります。 

 このような隣接する自治体同士が連携し協力し合い、施設やインフラなどの資源や専門人材

を共同に活用することは大いに効果的であり、さらには、横浜市のような圏域の中心都市であ

る指定都市が周辺自治体と連携を強化していくということは、特別自治市の機運の醸成をして

いく上においても意味があるものと考えます。 

 本市では、昨年度までの千葉市まち・ひと・しごと創生総合戦略においては、７つの重点戦

略の１つに、自立したちば共創都市圏で、私たちが果たす役割の追求を掲げ、広域連携を推進

してこられました。その取組について、少し細かく目を向けてみますと、本市においても、総

務省の新たな広域連携促進事業への提案をきっかけとして、周辺都市との連携による子ども・

子育て分野における保育所の共同整備、産業人材の育成、企業立地分野における企業の紹介パ

ンフレットの作成、企業間のマッチング支援などの取組を開始するなど、一定の広域連携が進

んだことについては評価する一方、取組分野については限定されているように感じています。 

 福島市を中心とする取組では、人口減少などの課題に対応するため、観光や商工業の振興の

ほか、20に及ぶ非常に幅広い分野における連携を実施していました。 

 我が会派では、これまで、本市は圏域の中核的な重要な役割を担う都市として、共創都市圏

の連携強化に向けて、しっかりと積極的に取り組んでいただくよう求めてきたところであり、

本市においても、人口減少を見据えた移住・定住促進など、将来に向け、新たな分野における

広域連携の取組も必要と思います。 

 私は、福島市などの広域連携の事例では、連携のその旗振り役を果たす中心的な存在があっ

たものと受けとめており、本市こそがそういった役割を果たし、周辺の自治体を巻き込み、そ

れぞれの強みをより生かして、ともに発展していけるような連携を推進していくべきと考えま

す。 

 また、本年４月にスタートした千葉市基本計画においても、重要な大きな視点の１つとして、

広域連携の取組が掲げられていると承知しております。 

 そこでお伺いします。 

 本市における広域連携の取組についての基本的な考え方についてお聞かせください。また、

今後、広域連携にどのように取り組んでいかれるのか。 

 以上、２点お尋ねいたします。 

 次に、グリーンエリアにおける観光プロモーションについてお伺いします。 

 観光庁が観光地域づくりとして提唱している中に、ニューツーリズムという概念があります。

地域が連携した国内向け観光プロモーションの１つとして、様々なテーマが盛り込まれていま

す。仕組みは、従来の物見遊山的な観光旅行に対して、これまで観光資源としては気づかれて

いなかったような地域固有の資源を新たに有効活用する体験型、交流型の要素を取り入れた旅

行形態であります。 

 代表的なテーマとしては、産業観光、文化観光、グリーンツーリズム、エコツーリズム、さ

らにヘルスツーリズム、メディカルツーリズム等が挙げられています。私たちがよく耳にする

グリーンツーリズムも、ニューツーリズムのテーマと１つとして位置づけられており、漁村や

離島での滞在型余暇活動であるブルーツーリズムの概念も、近年ではグリーンツーリズムに含

められるなど、農林と水産が一体となったグリーン・ブルーツーリズムと題して取り組む自治

体も見受けられます。 
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 さて、本市でのニューツーリズムのテーマの１つであるグリーンツーリズムにおける取組は、

平成29年度から市原市と連携して、市内陸部の観光振興を進めており、令和元年度は、千葉あ

そびにおける収穫体験など、グリーンツーリズムを意識した観光プランの充実や令和２年から

は千葉大学と連携し、若葉区、緑区及びその周辺エリアの名称をチバノサトと題して、これま

でにも、様々な取組が進められていることは認識しております。 

 中でも、千葉あそびやドライブマップの作成、市ホームページ、ＳＮＳによる情報発信とと

もに、観光拠点施設としてのウシノヒロバとの連携、また、富田さとにわ耕園や泉自然公園な

どの観光資源と一体となった周遊コースの作成、さらには、下田農業ふれあい館や観光農園の

情報発信、イベントの開催など、エリア内の観光資源の創出、魅力向上に向けて、集中したプ

ロモーション活動を展開しており、その取組は評価に値するものであります。 

 一方、チバノサト事業は、まさにコロナ禍の中でのスタートとなりましたが、密を避け、安

全・安心に観光を楽しめるエリアとして認知されたこと、さらには、コロナ禍にあっても、来

客数を増やしたことなどからも、まだまだ周知されていない大きな魅力を創出できる可能性は

秘めていると感じております。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、本市における現在のグリーンツーリズムの取組について。 

 ２つに、チバノサトエリアにおける活性化をどのように推進していくのか、今後の方向性に

ついてお聞かせください。 

 また、近年におけるニューツーリズムの特徴としまして、対象となる地域における自然環境

や歴史文化の体験や学び、また、保全に責任を持つ観光の在り方として、環境省が推進するエ

コツーリズムを目指す自治体も増えてきております。本年、第３回定例会での代表質疑でも取

り上げましたふるさとの原風景である大草谷津田いきものの里を市議団で視察いたしました。 

 今後、自然環境や歴史文化の保護、保全などを含め、自然環境を肌身で体感できるエコツー

リズムの整備など、新たなツーリズムも取り入れたさらなる観光資源の創出に取り組むべきと

考えますが、いかがでしょうか。 

 本市におけるエコツーリズムの見解についてお尋ねいたします。 

 次に、総務行政のうち、災害時の個別避難計画について伺います。 

 本市では、地域における災害時の支援体制を構築すべく、避難行動要支援者名簿を作成し、

町内自治会等に提供する体制となっております。しかしながら、地域への名簿の提供率は３割

程度にとどまっているほか、その詳細の支援方法まで定めている地域は、さらに限定的である

と伺っております。 

 また、全国における近年の豪雨災害を見ましても、その死者数の約７割が高齢者であり、要

支援者の方々が犠牲になりやすい傾向があることから、本市としても災害リスクの高い要支援

者の個別避難計画を作成することとし、一昨年よりモデル事業に取り組まれていると認識して

おります。 

 計画策定を求めてきた立場から一定の評価はするものの、国が目標とする令和７年度までに、

どのように推進を図るのか気になるところであります。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、今年度の進捗状況及び課題とその対策について。 

 ２つに、本市としての作成目標について。 
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 ３つに、計画に基づく訓練と計画更新の考え方について。 

 以上３点、お聞かせください。 

 次に、市民行政における市民会館の再整備について伺います。 

 市民会館の再整備は、令和３年10月に、千葉市民会館再整備にかかる基本計画が策定され、

ＪＲ東日本千葉支社跡地の複合ビルの中に専有する形で、新しい市民会館を一体的に整備する

ことが発表されています。 

 インバウンドなどを含めた観光対応、産業振興などへの貢献、高齢者などを含めてより多く

の市民が集まりやすいという点からは、市内でも交通の結節点であり、各種の商業や産業が集

積している千葉駅周辺エリアが望ましいと考察され、千葉駅周辺エリアについて、千葉駅周辺

の活性化グランドデザインをも改定し、ＪＲ千葉支社跡地を候補地とされたと承知しておりま

す。 

 昨年度の令和５年第１回定例会では、ＪＲ東日本から、開発する複合ビルの周辺道路の混雑

回避や歩行者の安全な通行空間の十分な確保等に向けて警察等との協議に時間を要し、基本設

計が年度内に完了しない見込みから、これに係る予算を今年度に繰り越す補正予算が議決され

ています。 

 市民会館の再整備が将来の千葉市の文化芸術の拠点的施設となるよう、また、千葉都心の活

性化に資するよう、市としてのコンセプトを持って検討を進めるべきと考えます。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、これまでの市民会館再整備に向けた経緯について。 

 ２つに、今後の市民会館再整備に向けた市としての考えについてお聞かせください。 

 次に、保健福祉行政のうち、初めに認知症施策についてお伺いします。 

 本年６月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立しました。2015年に、初め

て国会で基本法制定の必要性を主張し、2018年には党独自に基本法案の骨子案を発表。2019年

以降、与野党にも協力を呼びかける中、2021年に超党派議員連盟が発足し、そこから今回の基

本法が取りまとめられました。 

 今後この基本法をより実効性のあるものにするためには、各自治体が中心となって、共生社

会の実現に向け、地域のあらゆる機関や住民とともに、地域づくりを進めていくことが重要で

あります。 

 そこで、今回の基本法成立を受け、認知症の人やその家族が安心して暮らせる環境整備に、

本市としていかに取り組むのか、改めて伺います。 

 また、安心して外出し、社会参加できる環境づくりの一環として、会派として賠償補償制度

の導入を求めてまいりました。本年の第１回定例会では、具体的な制度設計について検討する

とのことでありましたが、どのような制度を考えておられるのか、あわせてお聞かせください。 

 次に、保健福祉行政のうち、２つ目に、障害者のデジタルデバイドについてお伺いします。 

 急速に進む高齢化と社会のデジタル化に伴い、その恩恵を受ける層と受けられない層との情

報格差の広がりを危惧しております。 

 本市においては、我が会派が強く求め、現在、取り組まれている高齢者等を対象としたデジ

タル活用支援推進事業を推進し、情報格差の是正に努められていることは、一定の評価をする

ところです。 

 他方で、高齢者へのデジタル活用支援が進む一方で、障害者が受講しやすい環境整備を求め
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る声が寄せられております。 

 東京都では、都内の７自治体と協力し、デジタルデバイド是正に向けた共助体制形成ガイド

ラインを策定し、障害者向けのスマホ講習なども含め、事業展開がなされていると伺いました。 

 障害者を支援する際には、必ずサポート要員が必要となります。スマホ講習一つとっても、

視覚障害者には音声教材とともに支援員の配置、聴覚障害者には、要約筆記者や手話通訳など、

受講者へのサポート要員が必要となり、人材の確保や育成は容易ではないともお聞きしており

ます。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、障害者のデジタルデバイドの是正について見解をお示しください。 

 ２つに、東京2020大会で募った都市ボランティアの協力を得て、手話通訳や要約筆記者など、

障害福祉に関連する人材育成に取り組むことも有効と考えますが、見解をお聞かせください。 

 次に、こども未来行政のうち、保育施策の今後の展望と現状の課題について伺います。 

 厚生労働省の調査結果によると、日本の人口は今後も減少が続き、保育所の利用児童数は、

2025年にピークを迎えると見込まれています。想定以上に早い少子化で、地方だけでなく都市

部でも定員割れとなり、経営が悪化する事業者が増えることも予想されています。 

 千葉市においては、老朽化の進行などにより建てかえが必要な公立保育所は、20年間で47か

所に上ると見込まれており、民間の力を活用した建てかえや一定数の統廃合も検討していくと

聞いております。 

 しかしながら、現状では保育所の途中入所を希望しても入れず、仕事復帰ができない。また、

一時保育を利用したくても予約がとれない。2024年から始まる、こども誰でも通園制度は、本

当に利用できるのかなど、保護者の不安の声が上がっています。 

 そこでお伺いします。 

 需要に合わせた保育施設整備の現状と課題、今後の対応についてお聞かせください。 

 次に、環境行政のうち、脱炭素社会の実現に向けた余剰電力の利活用について伺います。 

 国においては、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現として、2050年までに温室

効果ガスの排出をゼロにすることを目指すとして、各自治体でもエネルギーの地産地消とも言

えるゼロカーボンアクションに取り組まれているとお聞きしております。 

 本市においても、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づき、膨大な電力を消費す

る下水処理施設において、処理過程で発生する消化ガスをエネルギーに変換し、浄化センター

の電力源として循環利用し、排出抑制に取り組まれております。 

 また、千葉市の清掃工場では、焼却する際に発生する排熱を電力として、その余剰分を電気

自動車の急速充電設備や隣接する温水プールなどに供給し、資源循環を実施されていると伺い

ました。現在、建設中の北谷津の新清掃工場でも、処理過程から発生する排熱等をエネルギー

に変換し、再資源化を積極的に推進することが重要と考えます。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、本市が目指すカーボンニュートラルについてお示しください。 

 ２つに、千葉市の清掃工場での取組と効果、あわせて老朽化に伴う事業の課題と対応につい

てお伺いします。 

 ３つに、北谷津の新清掃工場における余剰電力の利活用について、見解をお聞かせください。 

 次に、経済農政のうち、経済行政の生活応援キャンペーンについて伺います。 
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 本市では、原油価格、物価高騰への対応として、物価高騰の影響を受けている市民生活を支

援するとともに、市内消費を喚起し、地域経済を活性化するため、キャッシュレス決済での支

払額を対象にポイント還元を行う千葉市生活応援キャンペーンをさきの10月に実施したものと

承知しております。 

 これまで、会派としても、地域振興券やプレミアムつき商品券などを推進し、本市において

も、本年２月までプレミアムつき商品券による支援事業を実施されましたが、事業開始までの

スピード感と市民や店舗において精算等の手続に手間が生じるなどの課題があったものと認識

しております。 

 その点において、キャッシュレス決済活用など、支援事業のデジタル化に課題克服を期待す

るものではありますが、支援事業のデジタル化という全国的な時代変化に乗り遅れてはいけな

いものの、キャッシュレス決済などを利用できない市民の方がいるのも事実であります。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、今回の生活応援キャンペーンの取組状況について。 

 ２つに、デジタルデバイドなど、キャッシュレス決済を利用できない方への対応について、

どのように取り組まれたのか、お答えください。 

 次に、都市行政のうち、初めに、千葉都市モノレール沿線のまちづくりについてお伺いしま

す。 

 本市では、これまで我が会派としても推進してまいりました立地適正化計画と都市計画マス

タープランなどを統合し、本年９月に、ちば・まち・ビジョンを策定しており、本市の都市づ

くり、まちづくりの基本的な方針が示されたものと承知しております。 

 この本市の都市づくり、まちづくりにおいて、千葉都市モノレールは欠かせない存在であり、

市民にとって重要な交通インフラであるのみならず、本市の景観資源でもあり、シンボルとも

言えます。その一方で、モノレールが開通してから35年が経過し、沿線の環境や人口も大きく

変化しており、今後の動向を的確に捉えて対応する必要があります。 

 このような状況下で、モノレール株式会社自身も、クラウドファンディングを開始し、例え

ば、我が会派の一般質問で提案した千葉駅での駅ピアノの設置など、新しいプロジェクト開発

やサービス展開を試みております。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、千葉都市モノレール沿線について、どのような特徴や課題を見出し、将来像を描い

ているのか。 

 ２つに、千葉都市モノレール株式会社自身が実施する沿線活性化に向けた取組について、本

市としてどのように関わっていくのか、お答えください。 

 次に、都市行政のうち、２つ目に、公共交通施設のバリアフリー化について伺います。 

 本市には、ＪＲや京成線及び千葉者都市モノレールの駅が50か所あり、これらの鉄軌道駅を

発着地として、放射線状に主として路線バスによる交通ネットワークが形成されております。 

 鉄軌道駅については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく国の

基本方針において、１日当たり、平均利用者数が3,000人以上の駅については、原則として、

令和７年度までに、エレベーターまたはスロープを設置することをはじめとした段差解消を実

施することとされております。 

 これまでも、京成ちはら線大森台駅のエレベーター設置については、平成30年第１回定例会
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において早急な設置を求める陳情採択のほか、我が会派もエレベーター設置の要望をしており、

また、地域の方々からも多くの要望が寄せられ、会派を越え、バリアフリー化が進むよう関係

者に働きかけがされております。 

 また、高齢化率の高まりや免許返納等により、公共交通への関心が高まっており、誰もが気

軽に利用できる公共交通の環境づくりのため、バリアフリー化は、ハード、ソフトを問わず、

重要な取組であります。 

 そこでお伺いします。 

 大森台駅のバリアフリー化について、関係者との最新の調整状況についてお示しください。 

 次に、建設行政のうち、１つ目に、（仮称）検見川・真砂スマートインターチェンジ整備の

進捗状況について伺います。 

 当スマートインターチェンジは、令和４年９月30日に新規事業化が決定。市ホームページに

公開されているウェブ資料によれば、総事業費は48億円、うち、本市が本体事業４億1,000万

円、関連事業11億円の合計約15億円を負担し、整備される計画です。同11月１日に公開された

計画概要に関するウェブ説明会資料によれば、スマートインターチェンジ整備の効果として、

１、アクセス機能の強化、２、産業の活性化、３、観光の振興が項目として上げられており、

整備をする意義は十分にあると思われます。 

 さらには、スマートインターチェンジの整備に伴い車両の流れが変わることにより、周辺の

主要道路においても、様々な効果が現出されると思われます。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、スマートインターチェンジの整備により想定される主要道路における効果について。 

 ２つに、事業化決定以降、現在までの本市の取組について。 

 ３つに、今後の取組について。 

 以上、３点お聞かせください。 

 次に、建設行政のうち、２つ目にバス停へのベンチ設置について伺います。 

 本市は、千葉市歩行空間のベンチ設置計画に基づき、駅前広場や生活関連経路へのベンチ設

置を推進しておりますが、駅前広場以外のバス停へのベンチ設置については、バス事業者など

が行うとされています。 

 近年、市民から、バス停へのベンチ設置に対する要望が多く、我が会派では、第３回定例会

において、バス待ち環境の整備に関する質問の中で、バス停へのベンチ設置状況について伺っ

たところ、市内のバス停総数約1,200か所のうち、ベンチの設置は約190か所にとどまっている

とのことでありました。また、本市は、令和２年度に千葉市公共交通利用促進等支援事業を創

設し、バス停へのベンチ設置への助成を実施しておりますが、利用実績は２か所にとどまって

いるとのことであります。 

 今後、バス路線及び便数を維持するためには、バスの利用促進が必要であり、ベンチの設置

をはじめとするバス待ち環境の整備について、本市が積極的に関与していくべきと考えます。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、ベンチの設置並びに支援制度の利用が進まない要因についてどのように捉えている

のか、お聞かせください。 

 ２つに、本市として、バス待ち環境の整備に資するベンチの設置に関して、今後どのように

取り組む方針なのか、お尋ねいたします。 
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 次に、消防行政のうち、防火対策についてお伺いします。 

 令和４年のデータによりますと、本市で発生する火災の約半数が建物火災であり、そのうち

約５割が住宅からの出火となっております。住宅火災の原因で、多い順に、たばこの不始末、

放火、こんろからの出火、たこ足配線等の配線からの出火となっております。 

 また、阪神淡路大震災や東日本大震災による大規模地震発生時で発生した火災の６割以上が

電気に起因する火災と言われております。 

 そこで、本市においては、防火対策として、住宅用火災警報器の設置の推進及び密集住宅市

街地等、危険性の高い地域に対して感震ブレーカーの設置を推進していると承知しております。

いずれも、現行の第１次実施計画において、ＫＰＩ、重要業績評価指標として目標設置率を設

定の上、地域への説明会や広報活動等、防火に向けた様々な取組を実施されています。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、住宅用火災警報器と感震ブレーカーの設置率の現状と問題点について。 

 ２つに、設置率達成に向けた今後の取組予定についてお示しください。 

 最後に、教育行政について、１つ目に、ＧＩＧＡタブの活用について伺います。 

 令和３年１月、中央教育審議会から令和の日本型学校教育の構築を目指してと題した答申が

発表されました。全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを、2020

年代を通じて実現すべきで、これを実現するためには、学校教育の基本的なツールとしてＩＣ

Ｔは必要不可欠と位置づけられております。 

 国が示すＧＩＧＡスクール構想により、１人１台端末が本市においては、令和３年４月から

正式に稼働することになりました。児童生徒が何をいつ、どのように学ぶのかなど、自分で調

整しながら学習を進めていくことを指導することの重要性が求められ、結果、子供たち自身の

学び方が多様になることが期待されています。 

 一方、再び訪れるかもしれない長期臨時休業に備えることや多様な学びの機会の確保のため

には、オンライン授業の実施に向けた取組は、さらに加速させるべきと考えます。 

 そこでお伺いします。 

 １つに、本市の学校教育におけるＧＩＧＡスクール構想の具現化の取組について。 

 ２つに、多様な学びの機会の確保となるオンライン授業構築について、教育委員会の見解を

お聞かせください。 

 次に、教育行政のうち、２つ目として、学校図書館について伺います。 

 文部科学省では、令和４年度から令和８年度を対象期限とする第６次学校図書館図書整備等

５か年計画を策定しました。この計画は、公立小中学校等の学校図書館における学校図書館図

書標準の達成、計画的な図書の更新、新聞の複数紙配備等の拡充が図られることを目的として

おり、この計画に基づいた地方財政措置が講じられています。 

 文部科学省では、学校図書館において学校図書館図書標準達成を目指すための新たな図書の

整備を進めていますが、本市においては、目標を達成していない学校が多くあると聞いており

ます。 

 一方、文部科学省が学校図書館の図書等の整備のために提示した地方交付税算定額の試算方

法によると、本市の学校図書館の図書費試算額は１億1,600万円となっておりますが、歳出額

は約6,600万円にとどまっております。その割合は57％となっており、学校図書館の整備が進

んでいない状況と考えます。 
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 そこで伺います。 

 １つに、本市における学校図書館図書標準の達成状況と課題についてお聞かせください。ま

た、適切な予算措置を進めるべきと考えます。当局の見解をお聞かせください。 

 ２つに、児童生徒が主体的に主権者として必要な資質、能力を身につけることの重要性に鑑

み、学校図書館への新聞の複数紙配備が必要と考えます。当局の見解をお聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終了します。御清聴大変にありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。神谷市長。 

〔市長・神谷俊一君 登壇〕 

○市長（神谷俊一君） ただいま、公明党千葉市議会議員団を代表されまして、青山雅紀議員

より市政各般にわたる御質問をいただきましたので、順次お答えをいたします。 

 初めに、新年度予算編成についてお答えします。 

 まず、新年度の財政見通しと予算編成の方針についてですが、新年度予算の財政見通しは、

歳入については、自主財源の根幹を成す市税収入が固定資産税の評価がえなどに伴い減収とな

る見通しであるほか、地方交付税等も大きな増は見込めず、国庫補助負担金についても、国の

予算編成の動向を見極める必要がございます。また、市債の活用に当たりましては、健全化判

断比率等への影響を見極める必要があるほか、財産収入などの臨時的な収入も多くを見込めな

い状況にございます。 

 一方、歳出についても、子育て支援の充実や高齢化に伴う社会保障費の増加などのほか、老

朽化した公共施設の更新等に加え、長引く物価高騰の影響など、多額の財政需要が見込まれて

おり、本市の財政状況は予断を許さない情勢であると認識をしております。 

 こうした認識のもと、新年度予算編成に当たりましては、自主財源の確保を図ることが必要

であると考えており、市税等の徴収率の一層の向上に努めるとともに、将来的な税源の涵養に

つながる取組を推進するほか、国、県の動向などの情報収集や積極的な働きかけを通じて財源

確保に努めるなど、歳入確保の徹底に取り組んでまいります。 

 また、限られた財源の効率的な配分や施策の重点化などを通じて収支の均衡に努めるととも

に、将来負担とのバランスを考慮しつつ、財政の健全性の維持に努めながら、市民生活の向上

と本市の持続的発展に向けた取組を推進してまいります。 

 次に、重点配分を予定している分野や施策についてですが、新年度におきましても、人口減

少や少子超高齢社会への対応が課題であることから、市民生活の向上や都市の活力向上に資す

る施策の推進はもとより、持続可能な財政運営に向け、歳入確保の面から、将来の税源の涵養

につながる取組などについても重点的に予算を配分する必要があるものと認識をしております。 

 こうした認識のもとで、新年度予算編成では、子ども・教育の分野で、子ども医療費助成に

ついて対象を高校生までに拡充するほか、不登校対策での児童生徒一人一人の状況に応じた支

援を行うための取組の推進や保育の質の向上についても、保育環境の整備充実を図るなど、子

育て世帯の支援の充実に努めるとともに、地域経済の分野では、企業立地や産業用地の整備に

取り組み、民間投資の促進と雇用の場の確保に努めるなど、将来の税源の涵養につながる施策

を推進してまいります。 

 また、健康・福祉の分野では、重層的・包括的支援体制の強化を図るとともに、子供の障害

の早期発見、早期支援のための体制整備を推進するほか、安全・安心の分野では、避難所の環

境整備を推進するとともに、学校体育館のエアコンの整備についても、今年度実施している調
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査の内容を踏まえ、今後検討してまいります。 

 さらに、こうした従来からの重点施策のほか、長引く物価高騰への対応についても、引き続

き、市民の皆様や事業者の方々への影響があることから、対応が必要であると認識しておりま

す。 

 この認識のもとで、来年４月からの下水道使用料の改定については、光熱費高騰分を市が負

担することにより、改定率の抑制を図ったところでありますが、その他の施策の実施につきま

しても、物価の動向や市民、事業者の皆様への影響のほか、国、県の対策の実施状況及びその

効果、国による財源措置の状況等を総合的に勘案しながら的確な対応に努めてまいります。 

 次に、国の総合経済対策への対応についてお答えいたします。 

 物価高騰の現状と国の対策への対応についてですが、本市の直近10月の消費者物価指数につ

いては、対前年比で3.4％の上昇、2020年指数で106.6となっており、家具・家事用品や食料と

いった日常生活に欠かすことのできない項目の価格上昇が続き、市民生活への影響が継続して

いると考えております。 

 一方、企業物価指数については、対前年比で0.8％の上昇で、伸び率が１％を下回るのは２

年８か月ぶりであり、価格転嫁の動きが一時より鈍化してきているものの、2020年指数で

119.1と高い水準が継続しており、今後の傾向を注視する必要があると考えております。 

 こうした中、本市としましては、これまでも限られた財源を最大限活用し、可能な限りの対

策を講じてまいりましたが、物価高の状況が継続していることから、引き続き、影響を受ける

市民、事業者の皆様への支援が必要であると考えております。 

 こうした考え方のもとで、今般の国の対策を受け、今議会においても、学校・保育施設等の

給食費支援や中小企業者への支援に係る経費を追加する補正予算を提出したところでございま

すが、さらなる対策として、住民税非課税世帯等に対する給付金の追加支給や厳しい経営状況

が継続する事業者の方々への支援など、重点支援地方交付金を活用した各種支援策を検討して

いるところであり、これらの対策を早期に取りまとめ、市民、事業者の皆様に対し、できる限

り迅速に支援を届けられますよう、速やかな事業化を図ってまいります。 

 次に、国土強靱化地域計画についてお答えいたします。 

 まず、本市の国土強靱化に向けての基本的な考え方についてですが、首都直下地震の切迫性

とともに、近年頻発化、激甚化する大雨や暴風等による被害が発生している中、大規模な自然

災害でも機能不全に陥らないよう、地域、行政、関係機関が一体となって事前の防災・減災対

策を進めていくことが重要であると認識をしております。 

 事前対策を進めていく上では、まず、地域強靱化に向けた目標を明確にするとともに、起き

てはならない最悪の事態を設定し、東日本大震災や令和元年の風水害等の過去の被災経験を踏

まえた脆弱性の評価を行った上で、そのリスクへの対応方策を常に検討し続けていく必要があ

ると考えます。 

 その上で、国の補助金や交付金等を活用しながら、計画に位置づけた事業を着実に実行し、

適切な進行管理のもとで、事業の見直しや新規事業の検討を行うなど、市民及び社会・経済が

致命的な被害を負わない強さと被災後も速やかに回復するしなやかさを備えた強靱なまちづく

りを着実に進めてまいります。 

 次に、国の国土強靱化基本計画の変更への対応についてですが、国の計画では、気候変動の

影響やデジタル技術の活用などの社会情勢の変化及び災害関連死やコロナ禍における自然災害
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対応などの近年の災害からの知見、この２点につきまして新たな視点として計画に追加がされ

ております。 

 本市では、これまでも、これら社会情勢の変化に対応するため、危機管理部門の組織強化や

庁舎の建てかえに伴う危機管理センターの設置、総合防災情報システムの導入など、他都市に

先駆けて災害に強いまちづくりを目指した取組を推進してまいりました。 

 また、災害関連死やコロナ禍における自然災害対応では、地域防災力の一層の強化が重要で

あると考え、地域の特性や市民一人一人の多様性を踏まえ、避難所運営マニュアルの変更や個

別避難計画の推進など、国の新たな視点を盛り込んだ取組も進めてまいりました。 

 今後も、社会情勢の変化や国の動向、千葉県国土強靱化地域計画の見直し状況なども注視し

ながら、本市の国土強靱化地域計画の見直しについて引き続き検討を進めてまいります。 

 次に、国土強靱化地域計画アクションプランの進捗管理についてですが、国土強靱化地域計

画アクションプランは、地震対策を含めたあらゆる自然災害に対する事業を網羅しております。 

 一方、災害に強いまちづくり政策パッケージは、令和元年の一連の風水害を踏まえて、風水

害対策の事業を取りまとめたものとなります。 

 したがいまして、両施策においては、重複事業も多くあり、事業の進捗管理につきましては、

一体的に行っているところでございます。 

 今後は、新たな事業につきましては、国土強靱化地域計画の中で整理するとともに、災害に

強いまちづくり政策パッケージの各事業も含めて、計画した事業が適切に実行されているか、

毎年度評価を行い、必要に応じて見直しを行うなど、地域の強靱化に向けた取組をさらに推進

してまいります。 

 次に、本市における周辺都市との広域連携についてお答えいたします。 

 まず、広域連携の取組についての基本的な考え方についてですが、本市は、周辺都市ともつ

ながる豊かな緑と水辺に恵まれているとともに、３つの都心をはじめとして多様な産業が集積

しており、本市以東、以南を中心とする圏域の拠点都市として、本市に住まう人々にとどまら

ず、圏域に住まう方にとっても仕事や学び、買い物などの場として大きな役割を担っておりま

す。 

 人口構造や社会経済情勢が変化する中で本市が活力を維持していくためには、こうした市内

各エリアの特性を十分に生かしながら、周辺都市を含む多様な主体による社会経済活動が持続

的かつ活発に展開されることが重要であると考えており、市域の枠を超えた連携や交流を促進

していく広域連携の取組は、本市の未来のまちづくりの重要な要素の１つとなるものと考えて

おります。 

 周辺都市との連携を通じまして、圏域として経済、雇用を支えていくことに加え、圏域内の

多様な地域資源の活用による観光機能の強化などにより、交流人口の拡大を図るなど、本市が

担うべき役割を踏まえながら、戦略性を持って圏域全体の活性化を図っていく必要があると考

えております。 

 次に、今後、広域連携にどう取り組んでいくかについてですが、本市以東、以南の市の一部

で人口減少が進行するなど、人口構造の変化が現実のものとなっており、本市におきましても、

2020年代前半をピークに人口減少が始まることが見込まれる中、より幅広い分野で広域連携を

進めることが重要であると考えております。 

 最近では、令和４年度から市原市、四街道市と広報紙による相互情報発信を行い、広域的な



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第４号（12月８日） 

－16－ 

イベント・施設利用の活性化を図っているほか、本年２月には、加曽利貝塚博物館と市原歴史

博物館が連携協定を締結し、相互の博物館資源の活用、協力、交流を図ることとするなど、新

たな連携の取組を始めており、それぞれのニーズを捉えながら、こうした取組を圏域内の他市

にも広げてまいります。 

 今年度からスタートした基本計画において、持続可能で魅力あるまちづくりを進めるための

施策の１つとして、広域連携の深化を掲げております。これまでの取組を強化するとともに、

新たな分野における連携にも柔軟に取り組むこととしており、これに基づく第１次実施計画に

おいて、圏域内の多様性を生かした新たなライフスタイルの提案により、居住促進を図るなど、

本圏域の活力が維持できるよう努めてまいります。 

 次に、グリーンエリアにおける観光プロモーションについてお答えいたします。 

 現在のグリーンツーリズムの取組についてですが、チバノサト及びエリア内に所在する観光

資源や体験プランなどのＰＲに御協力いただける観光関連事業者の参画を呼びかけ、マルシェ

やイベント開催時に連携したプロモーション活動を継続的に取り組むとともに、体験型観光プ

ランを掲載、販売している千葉あそびにおきましても、観光農園での収穫体験や地産地消のピ

ザづくり体験など、観光プランの充実を図っているところでございます。 

 また、エリア内外の農業者、飲食店や千葉市観光協会等と連携し、食を切り口とした新たな

観光資源である竹炭グルメを開発し、継続的に商品開発に御協力いただける飲食店の掘り起こ

しにも努めており、現在16店舗で商品を販売いただいております。 

 さらに、今年度から、千葉市動物公園や千葉ウシノヒロバなど、エリア内10施設をめぐって

集めることができる周遊カードを発行し、周遊促進にも努めているところでございます。 

 次に、今後の方向性についてですが、チバノサトエリア内には、緑豊かな自然や公園はもち

ろん、加曽利貝塚や土気城跡のほか、徳川家康とゆかりの深い御成街道など、歴史の面から見

ても魅力ある史跡があり、いずみ地区におけるいずみウオークのウォーキングコースや史跡を

めぐる散歩コースなど、エリア内において歴史に触れることができる観光資源が複数存在いた

します。 

 今後は、これらの史跡、ウォーキングコースやサイクリングコースなどの観光マップへの記

載やサイクリングコースのさらなる充実など、エリア内の周遊促進に取り組むほか、自然観察

会や自然体験などのイベントの観光情報としての発信や民間事業者とも連携した新たな観光資

源の開発に積極的に取り組んでまいります。 

 また、新たに訪日外国人の誘客を目的としてアクセス数の多い訪日外国人向けウェブサイト

や海外で利用率の高いＳＮＳなどを活用し、英語と繁体字で富田さとにわ耕園のコスモスや泉

自然公園の紅葉などの情報発信に着手をしておりますが、引き続き、チバノサトエリア内にお

ける四季折々の見どころを海外に向けても発信をしてまいります。 

 最後に、エコツーリズムの見解についてですが、エコツーリズムの自然文化を体験し、学び、

その保全に責任を持つという考え方は、グリーンツーリズムにおける農村地域の自然、文化を

保全し、その自然、文化、人々との交流を楽しむといった考え方と親和性が高いものと認識を

しております。 

 本市のグリーンツーリズムの取組におきましても、竹害対策としての竹炭づくり体験、観光

農園での収穫体験や加曽利貝塚での火起こし体験、さらには、大草谷津田いきものの里におけ

る自然観察会やホタル調査、稲作体験などといった体験の機会を提供しており、エコツーリズ
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ムに沿う取組を進めているところであります。 

 今後も、エコツーリズムの観点も意識しながら、グリーンエリア内で体験できる資源の発掘

と観光素材としての活用に取り組んでまいります。 

 以上で答弁を終わります。私の答弁以外につきましては、両副市長並びに教育長から答弁を

いたします。 

○議長（石川 弘君） 大木副市長。 

○副市長（大木正人君） 市長答弁以外の所管についてお答えをいたします。 

 初めに、個別避難計画についてお答えします。 

 まず、個別避難計画の今年度の進捗状況とこれまでの課題及びその対策についてですが、個

別避難計画作成事業は、令和３年度から取り組み、作成主体の異なる２種類の方式により、97

件を作成しており、それぞれに利点と課題があったところであります。 

 具体的には、普段から生活支援を行っているケアマネジャーなどに制作を委託する方式は、

対象者の状態を詳細に把握している利点がありますが、通常業務とあわせて行うことの負担が

大きく、作成件数が限られることや作成者による記載内容のばらつきがあるなどの課題があり

ました。 

 また、民間事業者に一括して委託する方式では、作成技術を持った担当者が携わることによ

りまして、記載内容のレベルを保ちながら作成件数を増やせる一方で、対象者からは、普段か

らつながりがない人が計画作成に関わることへの不安の声が上がっているところであります。 

 このことを踏まえまして、今年度からは、ケアマネジャーなど福祉専門職に委託する方式と

民間業者に一括して委託する方式をそれぞれ対象者に合わせて使い分けまして計画作成を進め

ており、現在、土砂災害警戒区域にお住まいの方など350人を対象に計画作成の同意確認を行

ったほか、各区の障害者基幹相談支援センターなどと協力して、重症心身障害児者などの対象

者を選定して、今年度中に200件の作成を目標に作業を進めているところであります。 

 次に、個別避難計画の作成目標についてですが、災害時要配慮者名簿に掲載されている方の

中から、土砂災害警戒区域にお住まいの方、浸水想定が２メートル以上の区域にお住まいの方、

医療機器の電源喪失により生命の維持に懸念がある方、重症心身障害児者、要介護度・障害支

援区分が高く、特に支援を要する方のいずれかの要件に該当する方、約4,000人を対象として

計画作成の同意確認を行い、同意を得た方につきまして、国が目標とする令和７年度までの作

成を目指してまいります。 

 さらに、同意を得られない方につきましては、原因を分析して対応策を検討するとともに、

個別避難計画の作成対象とならない方へは、地域での支援が進むような施策を展開してまいり

ます。 

 次に、作成した個別避難計画に基づく訓練と計画更新の考え方についてですが、計画作成後

は、訓練による検証と見直し、対象者や支援者の状況変化に対応した計画の見直しを定期的に

行う必要があると考えております。 

 今後は、福祉事業者などと連携しながら、モデル的な訓練の実施や個別避難計画の実効性を

高めるための有効な方法を検討するとともに、計画更新につきましては、国や他自治体の動向

も注視しながら、手法を検討してまいります。 

 次に、市民会館の再整備についてお答えをいたします。 

 まず、これまでの市民会館再整備に向けた経緯についてですが、昨年度からＪＲ東日本千葉
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支社跡地における再整備の基本設計をＪＲ東日本と共同にて進めてまいりましたが、本年春頃、

ＪＲ側から社会状況や工事費の高騰などの課題を踏まえて、新市民会館を含む複合ビル計画の

見直しを行いたいとの申し出がありまして、当初の供用開始時期から遅くなる見通しとなりま

した。 

 その後、９月にＪＲ側から複合ビル計画の見直しの検討内容や新たな配棟案が示され、協議

を継続しているところであります。 

 次に、今後の市民会館再整備に向けた考えについてですが、現在、本市におきまして建設費

の再計算を行うとともに、当該用地で建設した場合、市有地で建設した場合との比較検討など

を含め、検証作業を進めておりまして、全体の事業費や利便性などの視点を総合的に勘案し、

慎重に検討を行っているところであります。 

 今後も、本市の文化芸術の中核的な施設であります市民会館の再整備に当たりましては、再

整備にかかる基本計画の３つのコンセプトであります千葉市の文化芸術の振興・創造、地域活

性化、観光振興等への貢献、持続可能な施設、管理運営を踏まえまして事業を進めてまいりま

す。 

 次に、認知症施策についてお答えをいたします。 

 まず、認知症基本法の成立を受け、認知症の人やその家族が安心して暮らせる環境整備への

取組についてですが、認知症基本法では、基本施策として、認知症の人に関する理解の増進の

ほか、認知症の人の社会参加の機会の確保や相談体制の整備、早期発見、早期対応などを掲げ

ております。 

 認知症への理解の増進につきましては、本人発信による普及啓発を積極的に進めるとともに、

社会参加の機会の確保のための当事者同士の交流や地域活動などに取り組んでいるところであ

ります。 

 相談体制の整備といたしましては、より個別性の高い支援が提供できるよう、あんしんケア

センターやかかりつけ医、認知症初期集中支援チームなど、関係機関の連携体制を強化してお

ります。 

 早期発見、早期対応のためには、本年10月から市医師会の御協力により、もの忘れチェック

事業を開始いたしました。医療機関と介護や福祉の相談機関などが協働し、支援を必要とする

人を早期に医療やサービスなどにつなげる取組となるものと考えております。 

 今回の基本法の成立を受けまして、当事者の思いを尊重し、地域全体で認知症支援に取り組

む地域づくりに努め、本人や家族が安心して暮らせる環境整備を進めてまいります。 

 次に、賠償補償制度についてですが、認知症の人や家族が安心して外出し、社会参加できる

環境づくりのためには、賠償補償制度の導入は有効であると認識しておりまして、外出時に事

故やトラブルに遭遇し、損害賠償責任を負った場合に備え、令和６年度から８年度を計画期間

とする第９期介護保険事業計画におきまして、民間事業者の保険を活用した制度とすることを

検討しております。 

 また、本制度の申請時にあわせて利用者の医療、介護、生活状況などを確認し、適切に相談

機関やサービス利用につなげる仕組みとすることによりまして、認知症になっても安心して暮

らし続けることができるよう支援してまいります。 

 次に、障害者のデジタルデバイドについてお答えをいたします。 

 まず、障害者のデジタルデバイドの是正についてですが、誰ひとり取り残されずデジタル化
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の恩恵を享受し、障害の有無によって分け隔てられることのない社会の実現は重要であると考

えております。 

 本市では、障害者団体などに委託してスマートフォン講座を実施するとともに、携帯電話シ

ョップでの相談や購入に手話通訳者を派遣するなど、障害のある人がスマートフォンなど、デ

ジタル機器を円滑に利用できるよう支援をしております。 

 しかしながら、視覚や聴覚に障害がある方でも受講できる講座はまだ少ないことや多機能化

する機器を使用するための専門的な講座がないなどの課題もあるものと認識をしております。 

 そのため、障害のある人でもデジタル機器に係る知識や使用方法を習得できる機会を増やす

取組を今年度策定する第６次千葉市障害者計画等に位置づけ、障害者のデジタルデバイドの解

消に向けて取り組んでまいります。 

 次に、都市ボランティアの協力による障害福祉人材の育成についてですが、本市では、チー

ム千葉ボランティアネットワークを活用し、都市ボランティアを含む人材の確保、様々なボラ

ンティア情報の集約、発信を行っております。 

 本ネットワークを通じまして、都市ボランティアが培ったノウハウや経験、意欲を生かし、

障害福祉など様々な分野で活躍することで活動の活性化につながるとともに、支援の担い手が

必要な方の大きな助けになるものと考えております。 

 今後は、本ネットワークを障害福祉分野でより活用できるよう、手話や要約筆記など、専門

性が求められる支援の要請にも対応できる人材の育成に努め、オリンピック・パラリンピック

で生まれた機運をレガシーとして引き継ぐとともに、障害者の地域生活の充実に向けて取り組

んでまいります。 

 次に、保育施策の今後の展望と現状の課題についてお答えをいたします。 

 需要に合わせた保育施設整備の現状、課題及び今後の対応についてですが、現状における中

期的な方針といたしまして、千葉市こどもプランにおきまして、潜在的な利用希望などを踏ま

えて推計した保育の量の見込みに対応する受け皿の確保に取り組むこととしております。 

 毎年度の保育施設整備に当たりましては、定員増など既存施設を活用した受け皿確保のほか、

翌年４月１日に定員数が特に不足する地域に限定して保育施設を整備してきたところでありま

す。 

 課題といたしましては、将来的な少子化による保育需要のピークアウトを見据えて、新たに

保育施設整備を慎重に検討する必要があること、定員割れをしている施設がある一方で、大規

模マンション建設による局所的な需要急増などにより、保育の受け皿確保が必要な地域がある

ことなどがありますが、引き続き、重点的な施設整備や既存施設を活用した定員増などにより

受け皿確保を進めてまいります。 

 また、今後、就労要件を問わず時間単位などで柔軟に利用ができる、こども誰でも通園制度

の本格実施を見据えた試行的事業が始まることから、専業主婦家庭や育児休業中の在宅で子育

てをする家庭などの子供の預け先をさらに確保する必要があるため、定員にあきがある保育所

や幼稚園などの既存施設を活用した対応につきまして、本市独自の未就園児預かり事業との整

合性を含め、国の動向を注視しながら検討をしてまいります。 

 今後も、千葉市こどもプランを踏まえまして、多様なニーズに対応できる保育の受け皿の確

保に努めてまいります。 

 次に、防火対策についてお答えをいたします。 
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 まず、住宅用火災警報器と感震ブレーカーの設置率の現状と問題点についてですが、いずれ

も本年３月末現在の数値となりますが、設置率につきましては、住宅用火災警報器が83.4％、

感震ブレーカーは10.3％となっております。 

 問題点といたしましては、近年、住宅用火災警報器及び感震ブレーカーともに設置率が横ば

いで推移しておりまして、市民の皆様に機器の効果が認識されておらず、周知不足が課題であ

ると考えております。 

 最後に、設置率達成に向けた今後の取組予定についてですが、周知不足が課題であることか

ら、その必要性や奏功事例、適切な維持管理方法を市政だよりや消防局ホームページ、ＳＮＳ、

各種イベントなどで紹介するなど、普及促進を図ってまいります。 

 また、感震ブレーカー設置補助事業におきましては、申請手続の簡素化を図るため、新たに

電子申請の導入を検討するほか、自らが設置困難な高齢者世帯などに対しまして、引き続き、

職員による取りつけ支援を行うなど、設置の推進に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 青柳副市長。 

○副市長（青柳 太君） 市長答弁以外の所管についてお答えします。 

 初めに、脱炭素社会の実現に向けた余剰電力の利活用についてお答えします。 

 まず、本市が目指すカーボンニュートラルについてですが、本年３月に策定した地球温暖化

対策実行計画において、2050年のカーボンニュートラルを目指すこととしており、2030年度ま

でに、業務、家庭、運輸の３部門の温室効果ガスを2013年度比で48％削減する目標を設定して

おります。 

 計画目標の達成に向け、省エネルギーの徹底、再生可能エネルギーの導入、電気自動車の導

入等の施策を総合的に展開するとともに、あらゆる取組の基盤となる意識醸成、行動変容につ

ながる施策を推進してまいります。 

 これらの施策を持続可能なものとするためには、社会課題や経済活動との関連性が極めて重

要であり、環境と経済の好循環及び環境とレジリエンス向上の同時実現という２つの視点を重

視しながら、脱炭素社会の実現を目指してまいります。 

 次に、本市の清掃工場での取組と効果についてですが、余剰電力の利活用につきましては、

工場敷地内に設置している電気自動車急速充電設備や隣接する温水プールなどへ供給している

ほか、売電も行っております。 

 昨年度の実績としては、急速充電設備では約2,300台の充電が行われ、温水プールなどにつ

きましては、約27万人に御利用いただき、売電は約４億8,000万円の歳入を確保しております。 

 また、施設の老朽化に伴う課題と対応につきましては、焼却設備等のトラブルにより工場の

稼働とごみ処理が停止するなどの事態にならないよう、安定稼働を維持することが課題であり、

今後とも委託事業者と緊密な連携を図りながら、様々なトラブルを可能な限り未然に防ぎ、施

設の老朽化に十分留意した的確な維持管理を行ってまいります。 

 次に、北谷津の新清掃工場における余剰電力の利活用についてですが、脱炭素化に資すると

ともに、コスト面からも有効なエネルギーの地産地消を図るため、新清掃工場の稼働により増

加する発電量を生かし、従来は外部に売却していた清掃工場の余剰電力を市有施設に供給する

自己託送の実施を予定しております。 

 今年度は、自己託送を実施する上で必要となる市有施設における電力の需給状況を収集、予
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測する機能等を備えたエネルギーマネジメントシステムの導入に向けた調査を行っており、今

後は、調査結果を踏まえシステムの構築を進め、令和８年度の新清掃工場稼働に合わせた運用

の開始に向け、取り組んでまいります。 

 次に、生活応援キャンペーンについてお答えします。 

 まず、取組状況についてですが、令和５年第２回定例会での補正予算成立後、７月下旬から

準備に着手し、９月には市民や事業者へのキャンペーン周知として、新聞折り込み広告やラジ

オＣＭなどのプロモーション活動を行ったほか、キャッシュレス決済体験会やスマホ教室をデ

ジタルデバイド対策として実施するとともに、新たにキャッシュレス決済を導入する事業者向

けの説明会を開催しました。 

 10月１日から開始したキャンペーンは、スーパーマーケット等の小売業、飲食店、クリーニ

ングや理容、美容等のサービス業、約7,500店もの事業者に御参加いただくとともに、多くの

市民の皆様などに御利用いただき、キャンペーン期間を前倒しし、10月25日に終了いたしまし

た。各キャッシュレス決済事業者からのポイント付与は、今月下旬を目途に完了する予定とし

ております。 

 現在、利用状況を把握するためのアンケートを実施しているところであり、今後、物価高騰

下の本キャンペーンの効果検証を行ってまいります。 

 次に、キャッシュレス決済を利用できない方への取組についてですが、スマートフォンやキ

ャッシュレス決済にふなれな方を対象に、キャンペーン開始の１か月前からキャッシュレス決

済体験会やスマホ教室を順次開催いたしました。 

 キャッシュレス決済体験会については、スーパーマーケットや区役所など、市内18施設を会

場に43回開催し、約1,000人の方に御利用いただきました。また、スマホ教室については、市

内の郵便局16か所及びキャリアショップ27店舗で開催したところ、60代以上の方を中心に約

170人の方に御利用いただき、９割以上の方から満足したとの回答が得られております。 

 スマホ教室の場でキャッシュレス決済を登録される方も多くいるなど、これらの取組により

一定の効果があったものと考えております。 

 次に、モノレール沿線のまちづくりについてお答えします。 

 まず、モノレール沿線の特徴や課題についてですが、千葉都心から稲毛区内を経て自然環境

が豊かな若葉区のゲートウェイの１つともなる千城台までをつなぐ千葉都市モノレールは、定

時性にすぐれる市内の骨格となる交通インフラであり、本市を特徴づける固有の景観を形成し

ております。 

 その沿線では、緑と近接しながら市内有数規模の住宅団地が形成され、市内外から多くの来

訪者が訪れる特別史跡の加曽利貝塚や千葉公園、動物公園が立地していることが特徴でありま

す。 

 課題につきましては、沿線の住宅団地の高経年化とともに、人口減少や高齢化の進行に伴う

空き家、空き地の発生、駅勢圏人口の減少などが懸念され、居住者やライフスタイルの変化を

捉えた居住地としての魅力向上が必要であること、沿線エリアの市民が気軽にモノレールをは

じめとした公共交通を利用できるよう、公共交通同士の連携強化が必要であること、また、生

活拠点としての機能充実等による駅周辺の利便性向上が必要であることと認識をしております。 

 次に、モノレール沿線に描く将来像についてですが、ちば・まち・ビジョンでは、モノレー

ル沿線エリアの将来像をモノレールを最大限に使いこなすまちと掲げ、モノレールを起点に、
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人々の生活がより充実したものとなるまちの形成を目指すこととしております。 

 具体的には、交通インフラとして風雪などの気象災害に強いという特性を生かしながら、よ

り生活に身近な交通移動手段として充実させるとともに、懸垂型モノレールとして営業距離世

界最長であり、市のシンボル的景観を有すること、軌道桁を活用した送電による脱炭素の取組

へ活用可能なことなどにより、モノレールを質の高いインフラとして新たな付加価値を付与す

ることを目指しております。 

 これにより、モノレールを賢く使いこなしながら、それぞれの駅周辺、住宅団地の特性を踏

まえた公共交通指向型まちづくりを展開してまいります。 

 次に、千葉都市モノレール株式会社自身が実施する沿線活性化に向けた取組に対する本市の

関わりについてですが、昨年度からモノレール会社が実行委員長を務める千葉都市モノレール

沿線エリア活性化実行委員会に本市も参加し、沿線エリアの活性化につながる商品、サービス

の発掘や創出に取り組んでおります。 

 駅グランドピアノの設置のほか、千葉公園でのオオガハスをテーマとした夜のアートフェス

の一環で行った、天空を駆けるモノレール劇場や千葉氏の家紋をデザインに入れた銘菓の開発

など、本市の都市アイデンティティを活用したプロジェクト等の様々なクラウドファンディン

グが実施され、多くの方から御賛同を得ることができました。 

 今後もモノレール会社と協力し、このような沿線施設や地域資源と連携したプロジェクト等

を進め、ちば・まち・ビジョンにおいて位置づけたモノレール沿線の魅力向上や新たな価値を

生み出す取組を進めてまいります。 

 次に、公共交通施設のバリアフリー化についてお答えします。 

 大森台駅のバリアフリー化について、関係者との最新の調整状況についてですが、安全・安

心で誰もが快適な移動ができる公共交通環境の実現を図るため、エレベーター設置を含む段差

解消など、大森台駅構内のバリアフリー化の推進について、これまで事業主体である京成電鉄

株式会社と継続的に協議や意見交換を重ねてきたところ、先月末に実施した協議において、事

業者から来年度から段差解消の工事を進めていきたいと伺っております。 

 今後、スケジュールなどの具体的な整備計画について、引き続き事業者と協議を進めるとと

もに、駅前広場と合わせて、面的、一体的なバリアフリー化の実施に協力してまいります。 

 次に、（仮称）検見川・真砂スマートインターチェンジ整備についてお答えします。 

 まず、主要道路における効果についてですが、東京方面とのアクセスについて、より市内中

心部に近い位置にインターチェンジが設置されることで、高速道路にアクセスするまでの距離

や時間が短縮されるほか、利用可能なインターチェンジの選択肢が増えることとなり、市内中

心部を含む湾岸地域の交通が分散され、混雑緩和などの効果が期待されます。 

 具体的には、スマートインターチェンジから湾岸習志野インターチェンジ間の国道357号の

混雑緩和が図られること、また、穴川インターチェンジを利用し東京方面とを行き来する交通

の約３割を占める市内中心部発着交通の一部がスマートインターチェンジに転換することで、

穴川インターチェンジ周辺の国道16号や126号などの幹線道路の混雑緩和が図られること等、

地域の利便性の向上などが期待されます。 

 これに伴い、生活道路に流入していた通過交通が幹線道路に転換し、地域の安全性の向上に

も資するものと考えております。 

 次に、事業化決定から現在までの取組についてですが、昨年度は、11月から12月にかけ、周



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第４号（12月８日） 

－23－ 

辺30の町内自治会の皆様を対象に対面式説明会を実施したほか、広く市民の皆様にお伝えする

ため、11月からウェブ説明会により事業概要を配信しております。 

 今年度は、６月に国及びＮＥＸＣＯ東日本と事業区分などに関する基本協定を締結いたしま

した。現在、東京方面への入り口となるオンランプ側について、本市が施行する国道から料金

所までの区間とＮＥＸＣＯが施行する料金所から高速本線までの区間を合わせて、具体的な構

造などを検討する設計をＮＥＸＣＯが実施しているほか、オンランプの整備に関連し、袖ヶ浦

第３緑地の一部を改修する必要があることから、緑地内の樹木や遊歩道の移設などの設計を本

市が実施しております。 

 また、市原方面への出口となるオフランプについては、国道357号のさらなる交通負荷への

対策として国が実施する検見川立体と一体的に整備することとしており、現在、設計の実施に

向け、それぞれの構造や施工方法の整合性等について、国及びＮＥＸＣＯと協議調整を行って

おります。 

 次に、今後の取組についてですが、現在実施しているオンランプの設計などを進めるほか、

オフランプについても、国やＮＥＸＣＯと協議調整した後、設計を実施したいと考えておりま

す。また、事業の進捗や内容などの情報を市民の皆様に随時発信していくほか、必要に応じ地

元の皆様と意見交換などを行っていきたいと考えております。 

 スマートインターチェンジの整備は、東京方面へのアクセス向上などが図られ、本市の持続

的な経済発展につながる重要な事業であることから、引き続き、国やＮＥＸＣＯと連携し、事

業を推進してまいります。 

 次に、バス停へのベンチ設置についてお答えします。 

 まず、ベンチ設置並びに支援制度の利用が進まない要因についてですが、これまで、主にバ

ス事業者が設置を行ってきましたが、バス事業者からは、コロナ禍後も利用者は戻らず、経営

環境は引き続き厳しい状況が続いており、整備費のほか、設置後の清掃等の日常管理やベンチ

の管理瑕疵への対応など、維持管理に要する費用や人員をどう工面していくのかが大きな課題

であり、ベンチなどの施設整備よりも、運行の維持に注力せざるを得ない状況であると伺って

おります。 

 また、千葉市歩行空間のベンチ設置計画においては、民間企業や町内自治会からの寄贈によ

る設置を可能としておりますが、現在のところ事例はなく、費用面などの課題から進んでいな

いものと考えております。 

 最後に、バス待ち環境の整備に資するベンチの設置に関する今後の取組についてですが、本

市では、これまでベンチ設置計画に基づき都市の広場機能や交通結節機能などを有する駅前広

場や主要な駅から高齢者施設や病院等の施設までの生活関連施設までの経路上に、市としてベ

ンチの設置を進めてきたところであります。 

 一方、バス事業者への支援制度の利用などによるバス停のベンチ設置が進んでいない状況を

踏まえ、道路利用者の利便性やバス待ち環境の向上と高齢者などが地域で安心して暮らすため

の外出や路線バスの利用を支援する観点から、本市としても駅前広場以外のバス停も対象に、

ベンチ設置に取り組む必要性があると考えております。 

 今後、設置の条件、対象範囲の整理や整備の方法等をバス事業者などと協議をし、ベンチ設

置計画の見直しを検討してまいります。 

 以上でございます。 
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○議長（石川 弘君） 教育長。 

○教育長（鶴岡克彦君） 初めに、ギガタブの活用についてお答えします。 

 まず、学校教育におけるＧＩＧＡスクール構想の具現化の取組についてでございますが、本

市では、ＧＩＧＡスクール構想のもと、令和３年度からギガタブの活用を本格的に開始いたし

まして、これまで段階的にその活用を進めてまいりました。 

 導入当初は、日常的な利活用を目指すことから始め、現在は教育活動の目的に合わせました、

より効果的な活用を進めております。 

 さらに、児童生徒自身が計画を立て、ＩＣＴを適宜活用しながら自分のペースで学ぶ過程を

取り入れました個別最適な学びの在り方などについて研究を行い、効果検証を進めているとこ

ろであります。その成果を教職員の研修会等で広めることで、各学校におけるＩＣＴの主体的

な活用につなげております。 

 今後も引き続き、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けまして、個別最適な学びと協働的な学

びの一体的な充実に向けましたＩＣＴの活用を推進してまいります。 

 次に、多様な学びの機会の確保となるオンライン授業構築についてでございますが、コロナ

禍におきましては、子供たちの学びをとめないよう、ギガタブを活用しました授業配信やオン

ライン学習を工夫して行ってまいりました。 

 また、環境面を整備し、持ち帰りのルールを策定するなど、ギガタブを日常的に活用できる

状況を順次整え、各学校におきまして、学年・学級閉鎖や自宅待機等に対応しましたオンライ

ン授業を実施できる体制を構築してまいりました。 

 さらに、様々な理由で教室に登校できない児童生徒に対しまして、本人や保護者の希望に寄

り添い、オンライン授業等による学びの保障に努めているほか、教育支援センター、ライトポ

ートにおきましても、オンラインで児童生徒をつなぐ取組を行っております。 

 今後は、オンライン授業の構築も含めまして、国の動向を注視しながら、多様な学びの機会

の確保に努めてまいります。 

 次に、学校図書館についてお答えします。 

 まず、学校図書館図書標準の達成状況と課題についてでございますが、本市における前年度

の学校図書館図書標準の達成校の割合は、小学校が55.5％、中学校が44.4％でありました。 

 全国の結果に比べ達成校の割合が低いことや学校により達成状況に差があることから、達成

率の改善が課題であると認識しております。図書の廃棄と購入を計画的に行うことで、引き続

き達成状況の改善に努めてまいります。 

 次に、適切な予算措置についてでございますが、各学校における学校図書館図書標準の達成

を目指し、引き続き学校の実情に合わせました予算配付を行いますとともに、適切な予算措置

がなされますよう関係各課に一層働きかけをしてまいります。 

 最後に、学校図書館への新聞の複数紙配備についてでございますが、児童生徒の情報活用能

力の育成や主権者として必要な資質、能力の向上を図る点などから、新聞は学校図書館に必要

なメディアであると捉え、配備を進めてまいりました。配備率は近年増加しております。 

 また、本市におきましては、新聞を教材として活用するＮＩＥ実践校として、小中学校各１

校を毎年度指定しまして、新聞を活用した学習を行っており、当該校からは、複数の新聞を読

み比べる活動等を通し、情報を多面的、多角的に読み取るメディアリテラシーの育成につなが

ったと報告を受けております。 
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 新聞の複数紙配備の効果を鑑みまして、各学校に複数紙配備が推進されますよう、校長会や

図書主任等の研修会におきまして改めまして周知をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 青山雅紀議員。 

○13番（青山雅紀君） ただいま、市長をはじめ、両副市長、教育長から丁寧な御答弁をいた

だきました。大変にありがとうございます。 

 新年度予算編成及び物価高騰対策、さらに人口減少や超高齢化の進展などを踏まえた本市が

抱える種々の課題等につきまして質問をさせていただきました。答弁をいただきました内容に

つきましては、大方理解をいたしたところでありますが、今後の取組に当たりまして、何点か

意見、要望を申し上げたいと思います。 

 新年度予算につきましては、長引く物価高への迅速かつ的確な対策に加え、人口減少や少子

超高齢社会の進展など、行政が抱える問題は山積しており、例年以上に難しい予算編成になる

ものと推測しております。 

 その中において、子供・教育、健康・福祉の分野など、日々の豊かな暮らしにつながる施策

の充実にも努めていく必要があります。地方交付金などの財源措置の状況にも留意しつつ、財

政健全化路線を堅持しながら、本市の将来を見据えた事業展開と今年度補正予算の迅速な執行

を要望いたします。 

 次に、国土強靱化地域計画については、本市では、台風や集中豪雨など気候変動による降雨

量の増大に伴う水害の激甚化、頻発化に備える対策として、流域全体で水害を軽減させる、県、

市が一体となって取り組む、都川水系流域治水プロジェクトにより、河川対策として河道整備

や堆積土砂の撤去などのハード対策や危機管理型水位計による水位情報の発信などのソフト対

策が進められているほか、下水道のハード対策として、雨水対策重点地区整備基本方針に基づ

くみつわ台などへの雨水貯留施設等の整備など、国が点検計画を義務化する以前から総合的な

取組が進められており、対策の強化を推進してきました市議団として評価するところでありま

す。 

 一方、答弁より建設局や都市局をはじめ、各部門で進められている事業が国土強靱化地域計

画や災害に強いまちづくり政策パッケージで進められる中において、重複している事業がある

ことも判明しました。 

 防災と減災という事前の対策と現在も継続している令和元年の風水害対策事業につきまして、

着実に実行されることが市全体の共通意識となるように、市民にとっても分かりやすい進捗管

理となるよう努めていただき、より一層効果的かつ効率的に事業の推進が図られるよう要望い

たします。 

 次に、本市における周辺都市との広域連携については、広域連携の事業の幅が少しずつでは

ありますが、広がってきていることを確認することができました。 

 中でも、広報紙による相互情報発信などは、圏域内で各市の魅力を相互にＰＲできるよい取

組だと考えます。また、今年度より、第１次実施計画に基づきさらに広域連携の取組を推進い

ただけるものと認識しておりますが、2026年から始まる第２次実施計画においては、より一層

取組を強化していくべきと考えます。 

 千葉開府900年に当たるこのタイミングを生かしていただき、本市がエリアの牽引役となっ

て、広域連携の取組をよりさらに積極的に推し進めることにより、圏域内への移住、定住の促
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進を図りつつ、基本計画においても展望している100年先の未来に向けた圏域活性化の第一歩

となるよう要望します。 

 次に、グリーンエリアにおける観光プロモーションについては、私はその土地に住んでいる

人にとっては当たり前の風景や文化が初めて訪問する人にとっては新鮮に映ることを知るとこ

ろから、ニューツーリズムの取組が始まると考えます。 

 先月の11日、12日、自然と未来をつなぐをコンセプトに、千葉ウシノヒロバとの連携による

自然を体感できるキャンプや鹿島川沿いの歴史等の地域資源をたどるウオーキングなどを楽し

む、ちばかわまつり鹿島川が開催されました。 

 当日は、楽しみにされていた鹿島川や谷津田などの原風景を上空から望む気球体験は、あい

にくの天候により中止となりましたが、市内外から参加された家族連れの方々が地元の農家さ

んたちがつくった地域で育った食材によるお弁当を味わったりするなど、鹿島川とその沿川エ

リアの魅力を体験することができたとお聞きしております。 

 このようなグリーンエリアにおける楽しみ方として、小さな子供から大人まで１日楽しめる

人気スポットとして動物公園や加曽利貝塚、さらに、日本のさくら名所百選に選ばれている泉

自然公園の春のサクラや秋の紅葉は、グリーンエリアの中でも季節の見どころの１つでありま

す。 

 また、泉自然公園では、体を動かしながら四季折々の豊かな自然環境を全身で満喫できるア

クティビティを楽しむことができます。これらグリーンエリアの魅力を、当局におかれまして

は、エリア名称としてチバノサトを用い、グリーンツーリズムの推進に係る取組としているこ

とを評価しております。 

 一方、グリーンエリア内での取組は、担当所管別に進められているところから、さらなる連

携した取組の必要性も感じているところであります。例えば、御成街道沿いの御茶屋御殿跡に

ついては、文化財をまちづくりに生かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでい

くことが必要との観点から、現在、文化財保存活用地域計画を作成中とのことでありますが、

地域の文化財をテーマやストーリーにより一定のまとまりとして、総合的かつ一体的に保存し

活用できるよう、仕組みづくりを構築していく必要があると考えます。 

 また、現在、北谷津町で新清掃工場の建設が進んでおりますが、今なお豊かな自然環境が残

るエリアであり、同地は温水プールや民間のスポーツ施設を利用する方々が年間約30万人訪れ

ており、こうした特徴を捉えつつ、環境をキーワードににぎわいづくりをすることは、グリー

ンエリアの観光プロモーションに資すると考えます。 

 また、チバノサトエリアにある様々な観光資源の魅力を発信し、自然や文化により触れてい

ただくことがエコツーリズムにつながる取組と考えます。当局からは、サイクリングコースの

さらなる充実など、エリア内の周遊促進に取り組むとの御答弁をいただきましたが、ドライブ

マップの中に、里山エリアを自転車で散策して、千葉市の魅力を感じてもらうサイクリングコ

ースも記載していただき、エコツーリズムの視点を意識しつつ、さらに多くの方にチバノサト

に関心を持ってもらえるよう、取り組んでいただくよう要望いたします。 

 次に、個別避難計画については、約4,000人を対象にするとの答弁をいただきましたが、こ

れまでの作成ペースを考えますと、さらなる創意工夫が必要になると考えられます。今後は、

福祉関係者等の意見を聞きながら効率的に進めていただきたいと思います。また、計画は作成

することが目的ではありませんので、訓練や更新をする過程で要配慮者の命が確実に救われる
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よう、実効性の確保を継続的に検討していただくよう求めます。 

 次に、認知症施策につきましては、高齢化の進展に伴い、認知症の人と家族を地域で支援す

る体制づくりが求められています。本年６月の認知症基本法の成立を踏まえ、これまで以上に

積極的に行政がリーダーシップを発揮し、関係機関や住民とともに、地域全体で認知症施策に

取り組むよう要望します。 

 特に、以前より会派として導入を求めてきました賠償補償制度については、安心して外出し、

社会参加できる環境づくりの一環として特に重要であると考えており、実現に向け着実に進め

ていただくよう求めます。 

 最後に、保育施策の今後の展望と現状の課題については、本市では、２歳児等が集団生活を

経験する機会を拡大するとともに、専業主婦家庭等で育児を行う保護者の負担を軽減するため、

私立幼稚園・認定こども園が実施する未就園児預かり事業を独自で行っていると聞いておりま

す。 

 未就園児預かり事業の充実とこども誰でも通園制度に向けて、専業主婦、働く保護者がスム

ーズに保育施設を利用できるよう整備をお願いいたします。 

 以上、意見、要望を申し上げましたが、現在、社会は従来にも増しまして大きく変化してお

り、その速さも増してきております。その時代の変化をいち早く読み取り、前例踏襲でない柔

軟な発想による創造的な仕事を進め、飛躍する千葉市を築くため、全職員がさらに全力を注ぐ

ことを要望させていただきまして、会派を代表しての質問を終わります。 

 長時間の御清聴、大変にありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 青山雅紀議員の代表質問を終わります。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午 前 11 時 38 分 休 憩 

────────────────────────── 

午 後 １ 時 ０ 分 開 議 

○議長（石川 弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 代表質問を続けます。日本共産党千葉市議会議員団代表、35番・盛田眞弓議員。 

〔35番・盛田眞弓君 登壇、拍手〕 

○35番（盛田眞弓君） 日本共産党千葉市議会議員団の盛田眞弓です。 

 今日、12月８日は太平洋戦争開戦の日です。戦争の歴史に学び過ちを繰り返さないこと、武

力で平和は守れないことを改めて共通の認識としたいと思います。 

 通告に従い、会派を代表して質問をいたします。 

 初めに、市政運営の基本姿勢について伺います。 

 国政との関連について質問します。 

 初めに、世界情勢についてです。 

 イスラエルとパレスチナをめぐる問題では、国連特別会合によるガザ停戦決議が世界121か

国の賛成で採択されました。その後、人質解放のための戦闘中断はありましたが、再びガザ地

区への攻撃がなされ、事態は最悪です。 

 そこで、２点伺います。 

 敵対行為の停止につながる人道的休戦を求める決議案に棄権した日本の態度についての見解

を求めます。 
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 神谷市長は、平和市長としてジェノサイドとも言うべきガザ地区での戦闘行為をやめさせる

ために、日本政府に対して即時停戦に向けた対応を求めるべきではないのか、お答えください。 

 岸田政権は、安保・外交において、軍事費５年で43兆円と空前の大軍拡推進の立場を表明し、

アメリカ製の旧式武器トマホークの購入、沖縄島しょ部へのミサイル配備などを次々と進めて

います。 

 軍事費の増大で暮らしや社会保障の予算が減らされる千葉市への影響をどう見ているのか、

伺います。 

 次に、岸田政権についてお尋ねします。 

 大臣や閣僚の不祥事発覚による辞任が相次ぎ、首相の任命責任を含めて政権自体の資質が問

われています。 

 岸田政権が進める経済対策は、来年度１回限りの所得税等減税４万円と非課税世帯への７万

円の給付金対策ですが、効果があると思いますか。 

 神谷市長は、昨年度、第４回定例会で岸田政権への評価を問われ、物価高騰や社会経済活動

などの課題解決について、引き続き取り組むことを期待する旨述べられていました。 

 改めて、岸田政権への評価をお尋ねします。 

 次に、日本共産党の経済再生プランについてです。 

 日本共産党は、30年に及ぶ経済停滞と暮らしの困難を打開するために、３つの改革で暮らし

に希望をと呼びかける経済再生プランを発表しています。経済再生プランでは、低賃金の非正

規雇用が若者、女性の２人に１人へと広がり、正社員に長時間労働が押しつけられる一方で、

大企業の内部留保だけは増え続け、510兆円にもなっている。この構造が日本を賃金が上がら

ない国にした。また、大企業、富裕層への減税を拡大する一方で、消費税増税を繰り返す政治

が経済成長しない日本をつくり、輸出大企業の目先の利益を最優先して、農業とエネルギーは

外国頼みの日本にした。財界が最優先のゆがみをただし、国民が希望の持てる新しい日本にす

ることを提案しています。 

 日本共産党の経済再生プランに対する市長の感想や受けとめについて、御意見をお聞かせく

ださい。 

 次に、マイナンバーカード普及と健康保険証廃止について何点か伺います。 

 来年秋の健康保険証の廃止を前に、デジタル庁は、マイナンバーカードの健康保険証利用に

ついての動画配信などを行い、マイナ保険証を一度使ってみませんかとの広報活動も盛んに行

われています。 

 その一方で、地域医療を支える高齢の医師からは、システム整備だけで数百万円かかる。導

入のメリットはない。かえって医者が減るとの意見も聞いています。 

 あくまでも任意であるマイナンバーカードの100％普及はあり得ませんが、申請促進のため

の啓発事業はいつまで継続するのか。これまでの事業費は幾らか、お示しください。 

 千葉市のマイナンバーカードの保有率は、10月末現在で74.8％で、11月末までを期限とした

総点検が行われてきました。 

 千葉市でのマイナンバーカードに関するトラブルの種類と件数をお示しください。 

 医療機関でマイナ保険証を利用している率は4.49％です。顔認証が使えず機械にタオルをか

けている医療機関もあると聞いています。 

 千葉市では、何％の方がマイナ保険証を利用しているのか、お尋ねします。 
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 医療機関では、個人情報を取り扱うリスクが生じ、来年秋に健康保険証を廃止し、マイナ保

険証へと一体化することでの混乱は明らかです。 

 マイナンバーカードを持たない方が受診する際の対応策などについて、国からの指示はある

のか、お答えください。 

 介護施設で入所者の暗証番号を預かったり、暗証番号の要らないカードの発行のために、職

員が申請手続を行うなど、事務負担が必要となり、新たなカードを発行する意味がわからない

と言われています。 

 当面、現行の健康保険証の存続を国に求めるべきではないのか、伺います。 

 次に、国立大学法人法の一部を改正する法律案についてです。 

 国会に提出され審議されているこの法案は、国立大学法人に運営方針会議を導入し、大学の

自治、自律性を破壊し、大学のガバナンスを政府産業界のコントロール下に置こうとするもの

で、大学関係者をはじめ多くの著名人からも反対の声明が提出されています。 

 大学の在り方を変えようとする重大な内容であるにも関わらず、わずか１週間程度のうちに

衆議院を通過し、参議院での審議に移るなど、数の力で強行採決が図られようとしています。 

 そこで伺います。 

 大学関係者をはじめ広く社会に周知される前に、国会でのスピード審議と強行採決の運営は

問題ではないのか。 

 市長は、日本の学術の発展、ひいては日本の社会の発展に大きな影響を及ぼすことが危惧さ

れる国立大学法人法の一部を改正する法律案に問題があると考えないか、お答えください。 

 次に、市民生活を支える支援策について。 

 物価高騰対策について伺います。 

 とまらない物価高騰により、子育て家庭の家計が厳しさを増す中で、国は新年度から給食無

償化を実施することなく、課題を調査するなど先送りをしていることは問題です。多額の予算

が必要ではあるものの、中学生の学校給食無償化は、半年の実施であれば６億円で可能であり、

今こそ国の地方創生臨時交付金を活用して、中学校の給食無償化に取り組むべきです。 

 市長の決断を求めますが、いかがですか。 

 地域公共交通についてです。 

 地域住民にとって、バス路線は通学、通勤、買い物、通院等の移動手段として日常生活に欠

かせないインフラであり、地域社会、経済活動を支える重要な役割を果たしています。ところ

が、2024年問題で、バス運転手などの拘束時間改正で深刻な運転手不足となり、不採算路線の

維持が困難との経営判断から、本市でもバス路線の減便や廃止が相次ぎ、市民からは公共交通

を維持してほしいという切実な声が多数寄せられています。他方、タクシー運転手不足を契機

として、ライドシェア解禁の議論が国会で進んでいます。 

 そこで、３点伺います。 

 市民生活に欠かせないバス路線を維持するために、バス路線赤字補塡や運賃割引、また、利

用促進策等の事業者支援における年間予算額と効果についてお示しください。 

 バスやタクシー等の運転手不足は深刻な事態であるため、運転手確保に向けた支援策を強化

すべきと考えますが、どのように取り組むのか、伺います。 

 政府において、タクシー運転手不足を契機として一般ドライバーが自家用車を使って有償で

乗客を送迎するライドシェア解禁に向けた議論が強まっています。しかしながら、2020年の統
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計では、米国の主要ライドシェア企業では、交通事故死者は42人、身体的暴行による死者は11

人、性的暴行件数は998件にも上るなど、トラブルは後を絶ちません。市長は、ライドシェア

を解禁すべきと考えますか。また、タクシーやバス事業者への一層の支援策にこそ取り組むべ

きではありませんか。 

 次に、新年度予算編成についてです。 

 日本共産党千葉市議会議員団が毎年行っている市民要望アンケートに、今年は1,400通を超

える回答があり、生活に関する切実で多様な要望が寄せられました。11月に提出した来年度の

予算要望書について伺います。 

 日本共産党千葉市議会議員団が提出した予算要望の受けとめと反映状況についてお答えくだ

さい。 

 今議会の子どもの医療費18歳までの助成を来年８月から実施する議案と小学校４年生以降の

自己負担額を１回当たり500円から300円へと引き下げる改善は歓迎しますが、中学校卒業後、

８月の実施までは、負担が発生するため、償還払いを設けて、保護者負担が発生しない対応を

取るよう求めるが、どうか。 

 教員未配置、教員の過重労働、いじめ、不登校対応など、学校現場の難題解消や学校施設の

老朽化対策のためには、教育関係予算を大幅に増やすことが必要と考えるがどうか、お答えく

ださい。 

 介護現場での人手不足が深刻で、ヘルパーさんが次々とやめていく実態が進んでおり、この

ままでは介護難民が増大し、保険あって介護なしとの指摘のとおりとなります。介護職員の待

遇改善は待ったなしですが、対策はとらないのか、伺います。 

 中小企業応援のためのエネルギー価格高騰支援金が想定を大きく上回って申請されています。

今年12月までの制度ですが、全ての対象となる事業者に給付金が行き届くようにすることと、

今回の支援策の対象とならなかった事業者への対策の検討を求めるがどうか、お尋ねします。 

 地球温暖化による気候変動への対応について、市長は、環境問題を市政運営の基本に据え、

全庁で取り組む意向です。特に産業分野でのＣＯ２排出量が多いと指摘される中での取組には

厳しい目が向けられています。 

 予算も人も体制も必要となりますが、社会的責任が問われる企業におけるＣＯ２削減目標の

達成のための千葉市における施策は何か、また、どんな対策が図られているのか、お示しくだ

さい。 

 川崎市地球温暖化防止活動推進センターでは、環境相談窓口、企画展示、イベント連携、出

前講座などに取組、脱炭素に向けた中小企業支援事業で炭素の見える化など、分かりやすい啓

発、発信の拠点となっています。また、川崎市地球温暖化防止活動推進委員の制度のもとで、

今年度も71名の方がそれぞれのテーマを設けて、市民の方と直接行動しながら地域の環境課題

の解決を進めています。 

 千葉市でも、身近な足元から環境保全、脱炭素化に取り組む市民運動を進めることや核とな

る拠点を置いて市民、団体と共同で取り組むべきと考えますが、そうした体制をどう構築して

いくのか、お尋ねします。 

 次に、総務行政について。 

 防災・減災についてです。 

 近年、豪雨災害なども含めた災害への対応強化が求められ、学校体育館へのエアコン設置に
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ついても検討が進められています。 

 被災して避難が必要になった場合に備え、体育館のエアコン設置を来年度早急に実施すべき

ですが、見解を求めます。 

 次に、職員の待遇についてです。 

 鳥取県は、ジェンダー平等全国１位で、30年も前から女性の登用について計画的に育成して

いくことを心がけ、長時間労働の在り方を見直す中で、業務の平準化などの改善を行い、今年

４月時点の女性管理職は、24.8％を占めているとのことです。 

 そこで、２点伺います。 

 千葉市でも、ジェンダーを意識して業務に取り組んではいますが、鳥取のような取組に学ん

で、女性職員の管理職登用を推進していってはどうですか。 

 会計年度任用職員は、年収200万円未満で、多くは女性が担っています。しかし、安定した

収入と待遇を改善していくには、会計年度任用職員の見直しをして、できる限り正規の職員と

して働けるように取り組むべきではありませんか。 

 次に、財政についてです。 

 日本共産党千葉市議会議員団は、１つに、大型開発を見直して市民生活、福祉優先の予算に

すること、２つに、千葉県単独事業補助金、千葉市水道への千葉県からの給水原価等、千葉県

との不公平な関係を改善して財政を確保することを求めます。 

 大型開発を優先する財政運営で、市民生活、福祉が削られています。減らしてきた借金も増

加に転じ、令和４年度決算の市債残高は、対前年度比92億円増で、財政健全化が始まって以来、

最大の増額となっています。 

 当局は、本市の持続的発展のため必要と言いますが、大型開発の大胆な見直しを改めて提案

します。地方自治体の仕事は、自治体の本旨、住民福祉の増進であり、財政はそのために配分

すべきです。 

 今、自治体は少子・高齢化、人口減少社会を迎え、子育ての支援、学校給食費の無償化など

に取り組み、高齢者には外出支援デマンドタクシー運行など、元気に暮らせる施策が求められ

ています。限られた財源のもと、大型開発を思い切って見直し縮小して、その財源を子育て支

援、高齢化対策、市民生活に振り向けるべきです。 

 そこで伺います。 

 令和４年度決算の大型開発、合計209億3,700万円の10％をカットしていれば20億円、20％カ

ットしていれば40億円、市民生活に回せました。来年度予算での思い切った見直しを求めます

が、どうですか。 

 不公平な扱いを受けている千葉県単独事業補助金が改善されれば、年間25億円の補助金が増

えます。水道事業への不公平が改善されれば、年間７億円増えます。市長は、知事とトップ会

談を行い、合計32億円を確保するよう求めますが、どうですか。お答えください。 

 次に、市民行政について。 

 市民会館について伺います。 

 市民会館は、令和９年度を目安にＪＲとの合築で、整備が進められていました。先日、合築

か単独かは未定であることが示されました。市は、以前、群馬県の太田市、山形県の鶴岡市の

建築物について参考に建設を進めていくと答弁しており、10月に、私は中村議員とともに太田

市の市民会館を視察してきました。 
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 1,501席ある独立した施設で、駐車場も豊富にあり、トラックでの運搬や舞台装置、障害者

対応、音響なども含めて、すばらしい施設でした。トイレは数が少ないために、休憩時に行列

ができるようで、施設整備に当たっての課題も参考になりました。 

 そこで、以下４点伺います。 

 千葉市では、ＪＲのビルと合築か、それとも単独で行うのか、並行して検討するようですが、

現時点では、どのように進めていくのか、伺います。 

 旧市庁舎の跡地や駐車場を利用し、市民会館の建設を検討してはどうですか。 

 現在の市民会館は、老朽化やバリアフリーなどの課題はありますが、耐震上の問題があるわ

けではなく、可能な限り延命化を図っていくことも大事ではないかと思われますが、見解をお

聞かせください。 

 こうした建設を進めるに当たって、音楽関係者などと懇談はしたようですが、議員も市民も

関係者も巻き込んで、具体的に検討するように会議など行ってはどうですか。お答えください。 

 次に、保健福祉行政について。 

 ワクチン接種について伺います。 

 コロナ感染者は減少傾向であるものの、今年はインフルエンザなど感染症が同時流行して、

市民生活を脅かしています。子供たちに接種をしたくても、接種費用の負担が重いという声が

複数寄せられています。また、帯状疱疹は80歳までに約３人に１人は発症し、50歳以上になる

と発症率が高くなると言われているものの、高過ぎる接種費用を前に接種できないという声も

届いています。 

 そこで、３点伺います。 

 新型コロナのワクチン接種が来年度有料になる見込みであり、負担が発生することによる接

種控えが危惧されていますが、問題ではないのか。 

 市内学校におけるインフルエンザによる出席停止者数は、昨年度の４月から10月は５人だっ

たのが、今年は8,209人と異常なまでに増えています。子供から大人へと感染も拡大しており、

希望する市民がインフルエンザワクチンを接種できるよう子供や成人など、インフルエンザワ

クチン接種助成の対象を拡大すべきと考えますが、見解を伺います。 

 帯状疱疹ワクチンの接種については、我が党の野島議員が第２回定例会にて本市独自の助成

について求めたところ、検討する旨答弁がありましたが、その後の検討状況及び改めて新年度

予算においての対応を求めますがどうか、伺います。 

 次に、発達障害者支援についてです。 

 他者とのコミュニケーション等の交流がうまくいかない、集中力の維持が困難、じっとして

いられないなど、近年、発達障害のある子供が増加しています。相談件数も、コロナ禍で一時

減少したものの、その後増加を続けており、千葉市療育センターにおける相談待機日数も８か

月と早期発見、早期支援が大事な取組において、市民ニーズに満足に応えられていないことか

ら、発達障害者支援センターの増設等をこれまでも繰り返し求めてきたところです。 

 そこで、３点伺います。 

 新たに整備予定の（仮称）こども発達相談室の開設に向けた準備状況と具体的体制について、

また、開設による待機期間短縮などは、どの程度を見込んでいるのか。 

 先般、保健消防委員会の視察先の仙台市では、市内２か所の発達障害者支援センター整備と

あわせて、市内11か所の児童発達支援センターで就学前の子供への発達相談窓口を開設するな
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ど、身近な地域での相談にも力を入れていました。 

 本市としても、こども発達相談室の新設だけにとどまらず、各区に発達障害の相談窓口を開

設することを求めますが、見解を伺います。 

 仙台市の発達障害者支援センターは、児童相談所の機能も一部担っています。千葉市で今後

整備予定の東部及び西部児童相談所において、発達障害支援の相談支援に取り組む機能を盛り

込むよう求めます。お答えください。 

 次に、重症心身障害者入所施設について伺います。 

 桜木園は、現在築17年、全県からの入所者であきがありません。重症心身障害者施設を必要

としている待機者は100人を超えると聞いており、入所できない状況が続いています。千葉県

と協力して受入れ施設の建設を検討するべきではないのか、お答えください。 

 次に、特別養護老人ホームについてです。 

 全国的に特別養護老人ホームの待機者数は減少傾向にあるとはいえ、解消に向けた対策は今

後も講じていく必要があるものと考えます。千葉市では、令和３年度から５年度を計画期間と

する第８期介護保険事業計画において、３か年で580床の整備を計画していましたが、待機者

数は約1,400人と、その数は依然として多い状況です。今後、団塊の世代が全て後期高齢者と

なる2025年までに特養ホームの待機者を解消するため、あらゆる手だてを緊急に講じる必要が

あると考えるがどうか、お答えください。 

 次に、こども未来行政について。 

 こども未来戦略方針について伺います。 

 政府が６月に出したこども未来戦略方針のこども・子育て支援加速化プランの財源として、

社会保険料に上乗せした支援金制度の創設が議論されています。政府は、児童手当の拡充、育

児給付金の引き上げなどを実現するための予算として、毎年３兆円の追加予算が必要だと見込

んでいますが、支援金制度は、この必要な財源の一部を医療保険料などに上乗せして社会全体

で子育て費用を負担していこうという考えです。 

 そこで、２点伺います。 

 当初、財源確保案として掲げられていた消費税引き上げは、国民からの拒否感が強いため、

政府は支援金制度を創設しようとしています。支援金制度の認識について伺います。 

 少子化対策のための支援金制度で、子育て家庭に新たな負担を押しつけるのは本末転倒では

ないのか、お答えください。 

 次に、保育について伺います。 

 保育士不足の要因には、全産業平均より月５万円以上も低い保育士の賃金と、75年も変わっ

ていない低過ぎる配置基準の問題があります。また、各地で起こっている不適切な保育の背景

にも配置基準の低さが挙げられています。 

 国は、基準の見直しではなく加算で対応するとしていますが、実際には配置基準の1.5倍の

人員を配置していると国の調査が示しており、保育現場の実態に基準が見合っていません。現

場の声は、加算ではなく配置基準そのものの見直しです。保育士の配置基準の見直しをすべき

ではありませんか。 

 児童虐待防止をめぐる課題について伺います。 

 この間、埼玉県議会では、小学３年生以下の子供を自宅に残したまま保護者が外出すること

など、放置を禁止する虐待禁止条例の一部改正案が提案され、短期間で取り下げに至りました。 
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 子供の自由を奪った上で、子育てに関する責任を親だけに押しつけるような条例で、子育て

支援を充実させるという社会の流れと逆行していると感じるとのコメントも報道されていまし

た。とはいえ、児童虐待の件数は、2022年度に21万9,170件で、前年度より１万1,510件増えて、

32年連続の増加で過去最多を更新しており、深刻な事態が進んでいます。 

 そこで、２点伺います。 

 児童虐待相談対応件数が増加している要因と千葉市の虐待防止対策について伺います。 

 児童相談所を早期に２所２施設化することを改めて求めますがどうか、お答えください。 

 次に、環境行政についてです。 

 脱炭素先行地域に選定された千葉市は、様々な施策に脱炭素を位置づけることが求められて

います。政令市20市中、プラスチックのリサイクルでＣＯ２排出削減に取り組めていないのは

４市となり、遅れている千葉市のプラスチックごみ分別と再生処理の施策をどう巻き返すかが

問われています。 

 そこで、４点伺います。 

 プラスチックを燃やさず生かすための方向性とそのために必要なプランをお示しください。 

 プラスチックを分別し、リサイクルするための施設等必要になりますが、そうした検討はさ

れているのか。取組の参考とする先進市はあるのか。 

 プラスチックの分別回収は、市民の協力なしには進められません。施設整備と並行して市民

と情報共有し、脱炭素の取組を加速することが必要ではないのか。 

 脱炭素推進課が設けられ、２班から３班体制になり、職員も３名増員となったようですが、

脱炭素の取組を加速していくべき中で、十分と言えるのか。今後、人員体制の強化と予算の増

額は行うのか、お答えください。 

 次に、経済農政についてです。 

 企業立地の考え方について伺います。 

 企業立地計画では、企業誘致による雇用の創出と経済活性化を見込んで、様々な支援策が取

り組まれてきました。昨年度の固定資産税相当額等の補助金の最高金額は、１社で２億4,000

万円にもなります。 

 物価高騰のもとでも潤沢に利益を増やしている体力のある企業に対して、固定資産税相当額

を３年間から５年間優遇する補助制度については、応分の税負担を求めるなど、見直しが必要

ではないのか、お尋ねします。 

 次に、農業後継者対策について伺います。 

 食料自給率を高めて耕作放棄地を防ぎ、農地が果たす治水、利水の役割が注目されています。

また、地球温暖化対策と環境保全など、あらゆる分野に影響する地域農業の担い手としての農

業後継者をいかに開拓、育成していくかは、この国の持続可能性への確かな足がかりとして大

変重要です。 

 そこで伺います。 

 新規就農者などへの支援策も行われていますが、まだまだ、求められる就農人口にまで増加

していません。課題と対策についての見解を伺います。 

 市内産農畜産物の積極的な利用促進など、農業、酪農家を支える仕組みを千葉市として十分

行っているのか、お尋ねします。 

 次に、イノシシ対策について伺います。 
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 10月25日未明、千葉市の中心部にイノシシがあらわれ、千葉駅前のロータリーなどで合わせ

て13件の目撃情報があったと報じられました。住宅の敷地内で目撃者の男性が左足をかまれ、

病院に搬送され、警察官２人もかまれて怪我をする事態となりました。 

 千葉市ではこれまで、緑区、若葉区でイノシシによる農作物被害が報告されており、鳥獣被

害防止計画に基づき対策を行ってきました。 

 そこで、２点伺います。 

 市街地にまでイノシシが出没することになった経緯、どこから移動してきたのか、要因は何

か、お尋ねします。 

 これまでの対策に加えて新たな対策が必要と考えるがどうか、お示しください。 

 都市行政についてです。 

 市営住宅長寿命化・再整備計画の見直しについてです。 

 千葉市は、令和５年度から令和14年度までの10年間に、千葉市営住宅長寿命化・再整備計画

に基づいて、集約建てかえ２団地をはじめ、用途廃止３団地、部分廃止４団地を対象に、現在

の6,787戸から5,850戸へと1,000戸近く管理戸数を減少させる計画です。 

 そこで伺います。 

 生活費に占める住宅費の割合が重く、市営住宅を希望する市民は減っていません。管理戸数

を減らす理由は何か。 

 管理戸数を減らすことで住宅に困窮する世帯への責任を果たす本来の市営住宅の役割を放棄

することにならないか、お尋ねします。 

 次に、民間事業者を活用した開発政策と身近な公園整備について伺います。 

 公の施設を民間に任せて、複数年にわたり経済活動の場として提供するパークＰＦＩが全国

でも展開されています。千葉公園・稲毛海浜公園などの千葉市における千葉公園の再整備、ま

た、稲毛海浜公園のリニューアル事業についても、民間事業者主体で事業開発が行われていま

す。 

 パークＰＦＩ事業によるメリット、デメリットについて。 

 千葉公園にぎわいエリアの整備に係る総予算及び稲毛海浜公園のリニューアルに係る総予算、

それぞれの事業の千葉市の負担額についてお示しください。 

 身近な公園の維持管理及び整備について、市内には、公園に対するたくさんの改善要望があ

ります。市民に親しまれる、活用される公園へと改善が必要です。 

 設置後40年を経過した遊具が多数あり、更新時期を過ぎています。莫大な予算をかけて民間

活力による公園整備は行われますが、本来市が行うべき公園の維持管理への予算は足りていま

せん。 

 各公園緑地事務所の予算を増やして、こうした身近な公園の改善、整備こそ必要と考えない

のか、見解を伺います。 

 次に、建設行政についてです。 

 市民の安全・安心に直結する道路の維持管理及び道路整備事業は、重要なインフラ整備とし

て取り組まれています。適切な対応を欠くことで管理瑕疵等の要因となり得るため、速やかな

対応が求められます。また、極端な気候による災害の発生で冠水する箇所が生じるなど、新た

な対応が必要となっています。 

 そこで、２点伺います。 
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 土木事務所に寄せられている道路と下水道の維持管理などに関する要望は、何件程度あるの

か。 

 市民生活に支障のないよう対応するための予算措置と職員確保を求めるがどうか、お答えく

ださい。 

 次に、消防行政についてです。 

 コロナ禍での消防業務に携わる職員の皆さんに敬意と感謝を申し上げます。この間、努力さ

れてきた中での今回の消防職員の飲酒運転による逮捕事案については大変残念です。規律を守

ることが厳しく問われる職業で繰り返されるこうした事件には、事が起こる背景が存在するの

ではないかと考えます。 

 そこで、３点お尋ねします。 

 今回の事案の詳細について。 

 なぜ飲酒運転との事態に至ったのか。 

 綱紀粛正と再発防止について伺います。 

 次に、教育行政についてです。 

 学校の教員不足の解消について伺います。 

 2021年の４月時点で不足している教員数は、全国で2,558人です。教員不足の実態は深刻で、

千葉市でも、今年11月１日の時点で19人の教員が未配置とのことです。 

 そこで伺います。 

 千葉市は、人手不足と言われる教育現場の意見を聞いているのか。また、市は教員のなり手

不足にどう取り組むのか。 

 教員の負担軽減や市単独での加配など、教員未配置とならない対策を求めるがどうか、お答

えください。 

 次に、教育環境整備についてです。 

 今年は観測史上最も暑い夏になると言われており、熱中症対策としての教室の断熱対応や学

校体育館のエアコン整備、また、ギガタブを使った授業では机が狭いという声もあり、机や椅

子のリニューアルやさらには狭い校庭の改善など、子供たちの教育環境整備に向けた取組は、

喫緊の課題です。 

 そこで、４点伺います。 

 我が党は、繰り返し学校体育館のエアコン設置を求めてきましたが、さきの議会では、市内

学校への整備に向けた調査を実施しているとの答弁でありました。その後の調査状況と何年で

整備する予定なのか、伺います。 

 また、部活動などで活用時間が多い中学校から速やかに整備すべきと考えますが、整備にお

ける考え方も伺います。 

 近年の温暖化により、教室でエアコンを稼働しても冷えないという声も寄せられています。

断熱不足で熱侵入が大き過ぎるため、教室の天井、壁に断熱材を入れ、内窓をつけるなど、学

校施設の断熱への対応を図るべきと考えますが、見解を伺います。 

 ギガタブによる授業も行われる中で、机のスペースが狭く、ノートや教科書などを広げられ

ないという相談が寄せられています。子供たちが安心してＩＣＴ教育にも取り組めるよう、古

い学習用机や椅子をリニューアルすることを提案しますが、いかがでしょうか。 

 第３回定例会の一般質問にて、我が党の椛澤議員が取り上げた誉田東小学校のグラウンド拡



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第４号（12月８日） 

－37－ 

張について、一日も早く子供たちが安全に健康に活動できる環境が必要です。あらゆる対策を

検討すると答弁してきましたが、近接用地の拡充に向けた取組と拡充に向けた検討状況につい

てお聞かせください。 

 次に、アフタースクールについてです。 

 千葉市は、子どもルームから放課後児童教室の機能を合わせ持つアフタースクールへの移行

に取り組んでおり、今年度から令和10年度までは毎年10校ずつ、それ以降、令和11年には９校、

令和12年には５校増やす計画です。昨年度のアンケートによれば、利用世帯の父母は８割から

９割が就労しており、利用目的の１位は、安全・安心な居場所で過ごすこと、２位が帰宅まで

の時間を楽しく過ごすこととあります。昼の部のみ利用している家庭が78％、夜の部まで利用

している家庭は22％です。 

 そこで、２点伺います。 

 全児童対策と位置づけたアフタースクール実施校において、夜の部の利用希望者が定員を上

回る学校はどの程度あるのか。 

 昼の部と夜の部という設定では、子供の生活に合わせたおやつの提供ができないが、見直し

が必要ではないのか、お尋ねします。 

 教育問題の最後に、朝鮮初中級学校の成り立ちと現状、教育支援について伺います。 

 千葉市で学ぶ全ての子供たちの教育環境を整えることは、広く将来社会を担う世代を育てる

大人の責任です。今年は関東大震災からちょうど100年目ということから、９月１日を前後し

て朝鮮人の虐殺の事実と戦争の歴史的背景やいまだに残る差別意識と偏見、誤解はどこから来

るのか、掘り下げた番組もありました。 

 映画福田村事件もその１つですが、この映画が問うものは、私たち自身の中にある現在に続

く差別意識とどう向き合うのかが問われるものです。 

 市長は、映画福田村事件を御覧になりましたか。 

 検見川事件など、地域に残る歴史を後世に伝えるべきではないですか。 

 朝鮮初中級学校は、終戦を迎えた78年前に祖国へと帰るに帰れなかった朝鮮の方々が日本で

の生活を営むために、子供たちの学びの場として一からつくり上げ、営々とつなげてきたもの

です。日本が犯した戦争犯罪の歴史を経て、ともに地域で生活し、歩みを進めてきました。 

 そこで伺います。 

 朝鮮初中級学校は、小中学生が学ぶ義務教育機関でありながら、教科書は有料で、学校施設

の老朽化も進み、学習環境整備などの保護者負担が増大しています。 

 児童１人当たり１万円の補助をとの要望に応える考えはないのか、お答えください。 

 地元、花園地域では、中学校双方での交流などを深め、バザーなどの取組も地域に根差した

ものとして営まれています。 

 文化や歴史、言語に触れる機会となる朝鮮初中級学校との交流の場を増やしてはどうか、お

尋ねします。 

 以上、１回目の質問といたします。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。神谷市長。 

〔市長・神谷俊一君 登壇〕 

○市長（神谷俊一君） ただいま、日本共産党千葉市議会議員団を代表されまして、盛田眞弓

議員より市政各般にわたる御質問をいただきましたので、順次お答えをいたします。 
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 初めに、国政との関連についてお答えします。 

 まず、人道目的での休戦などを求める決議についてですが、決議案の内容を国が総合的に判

断した結果と認識しております。 

 次に、日本政府に即時停戦に向けた対応を求めることについてですが、先月８日、本市は、

九都県市首脳会議の構成員として、紛争当事者や日本政府をはじめとする国際社会に向けて、

即時の戦闘休止などを訴える緊急人道アピールを行ったところでございます。 

 次に、防衛費の増加に伴う本市への影響についてですが、歳入歳出の両面から、財源確保に

どのように取り組むのか、国の予算編成の動向を注視してまいります。 

 次に、所得税減税等の効果についてですが、所得税減税等の施策は、賃金上昇が物価高に追

いついていない現状などを踏まえ、国が実施する生活者支援策であり、効果が期待されている

ものと認識をしております。 

 一方で、給付金と組み合わせた形での所得税と住民税の減税を確実に実施するには、本市を

はじめ、地方自治体が事務を円滑に執行できることが前提であり、簡素な制度設計が求められ

るほか、税務システムの改修費用など、様々な経費が必要となってまいります。そのため、国

が責任を持って、地方、特に大都市の事務負担と費用負担を前提としない制度設計を行い、財

源を確保することが不可欠と考えています。 

 次に、岸田内閣への評価についてですが、岸田内閣においては、物価高の中で厳しい状況に

ある生活者、事業者への支援、人口減少を見据えた国の責務としての子ども・子育て支援の抜

本的な底上げ、頻発する自然災害から国民を守るための国土強靱化など、我が国が抱える諸課

題の解決に向け、引き続き取組を推進されることを期待しております。 

 次に、日本共産党の経済再生プランについてですが、我が国の30年続く経済の停滞から再生

を図るために、構造改革が必要という点は御指摘のとおりでございますが、人口減少が進む中、

人手不足を克服して経済を再生軌道に乗せるためには、その手法として、私はＡＩなどテクノ

ロジーの活用や個人のリスキリングを強力に進めるなど、生産性を向上させること、また、起

業やスタートアップに人と資金をシフトさせ、イノベーションを活性化することが不可欠と考

えております。しかしながら、そのような視点の施策が含まれておらず、経済再生の推進力を

どう位置づけられるのか、不明瞭な印象です。 

 なお、消費税の減税を掲げておられますが、消費税は市が独自の福祉施策を行うための主要

な財源となっており、自治体の財源がどう確保されるのか、懸念をしております。 

 次に、市民生活を支える支援策についてお答えいたします。 

 臨時交付金を活用した中学校の給食無償化についてですが、臨時交付金については、今年度、

物価高騰の影響が市民生活や事業活動に及んでいる中で、国、県の対策の状況や市議会、市民

からの御意見などを踏まえまして、コスト増に直面する中小企業者への支援のほか、児童を養

育する全ての子育て世帯に対する給付金の支給などに幅広く活用してまいりました。 

 今議会におきましても、追加で配分される交付金を活用して、食材料費のさらなる高騰など

に対応するべく、補正予算を提出したところでありますが、その他の施策につきましても、

様々な支援を幅広く実施するべく、予算措置の検討を進めているところでございます。 

 なお、学校給食費の無償化については、本市独自による対象の拡充には多額の費用を要する

こととなり、財源が限られる中、教育・子育て施策全体において優先度を見極めて実施すべき

施策を総合的に検討する必要があります。 
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 また、こうした子育て世帯の経済的負担の軽減は、自治体間で競争が生じることのないよう、

国の責任において長期的、安定的な財源を確保し、全国統一の制度を構築することが必要であ

ると考えており、国の財政措置による無償化の実施を要望しているところでございます。 

 次に、新年度予算編成についてお答えします。 

 まず、予算要望の受けとめと反映状況についてですが、これまで、長引く物価高騰の影響な

ど喫緊の課題への対応と本市の持続的発展につながる取組の両面から、施策の着実な推進に取

り組んでいるところでございますが、引き続き、物価の動向や国、県の対策の実施状況、国に

よる財源措置の状況などを総合的に勘案しながら、適切な対応に努めるとともに、市民生活の

さらなる向上に向けた施策にも取り組む必要があると認識をしております。 

 新年度予算の財政見通しは、市税収入が減収となる見通しのほか、地方交付税等も大きな増

は見込めず、財産収入などの臨時的収入も多くは見込めない状況にございますが、このたびの

要望における物価高騰対策や市民本位の市政の推進など、提言された内容につきまして、市民

サービスのより一層の向上が図られるよう、予算編成の中で検討してまいります。 

 次に、子ども医療費助成における中学卒業後８月実施までの償還払いについてですが、いわ

ゆる償還払いを行うには、月ごと、医療機関ごとに領収書をまとめ、受診月の翌月以降に申請

していただくなど、受給者の方に多大な負担を求めることになるため、現物給付化を進めてい

るところでございます。 

 また、事務作業といたしましても、高校生世代については受給者数が約２万4,000人おり、

それぞれの健康保険の加入状況や世帯の課税状況、振込先口座等を確認するほか、助成件数が

年間で約15万件と推計される中、過誤払い等を防止するため、毎月の助成状況等をデータ管理

する必要があり、より正確で効率的な事業の執行には、福祉システムの運用が不可欠となって

おります。その改修期間を確保するため、来年８月からの改正としたものでございます。 

 最後に、財政についてお答えいたします。 

 来年度予算での本市の持続的発展に向けた都市基盤の開発についてですが、本市としまして

は、これまで、財政の健全性の維持を図るため、必要に応じて事務事業の見直しを行うととも

に、市民生活の向上を図るため、子ども医療費助成の拡充や不登校対策の推進のほか、重層

的・包括的支援体制の構築、こども発達相談室の開設準備など、子ども・教育、健康・福祉な

どの分野において施策の充実を図ってまいりました。 

 こうした市民生活の支援に向けた取組を進める一方で、都市の魅力・活力の向上に資する施

策につきましても、本市が持続的に発展するため、将来負担に配慮しながら推進する必要があ

ると考えております。引き続き、事業の重点化や事業費の精査に努めてまいります。 

 以上で答弁を終わります。私の答弁以外につきましては、両副市長並びに教育長から答弁を

いたします。 

○議長（石川 弘君） 大木副市長。 

○副市長（大木正人君） 市長答弁以外の所管についてお答えをいたします。 

 初めに、国政との関連についてお答えします。 

 まず、マイナンバーカード申請促進のための啓発事業についてですが、マイナンバーカード

の申請に当たりましては、区役所窓口のほか、商業施設や町内自治会の集会所などで出張申請

窓口を開設するなど、これまで多様な申請機会の創出や周知に取り組んでまいりました。また、

外出が困難であるなどの理由で自力での申請が困難な方がいらっしゃることから、個宅訪問も
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含めたプッシュ型の出張申請受付などを行っているところであります。 

 マイナンバーカードの申請を希望する方に速やかに交付できるよう、引き続き申請機会の創

出に取り組むとともに、適切な周知を行っていく必要があると考えております。 

 次に、これまでのマイナンバーカード交付に係る事業費についてですが、昨年度までの事業

費の総額で約37億3,300万円となっており、そのうち約35億7,800万円の国費が財源として充て

られております。 

 次に、マイナンバーカードに関するトラブルについてですが、本年６月にオンライン資格確

認における医療費の自己負担割合の相違が７件ございましたが、現在は修正対応を終えており

ます。 

 次に、本市におけるマイナンバーカードの健康保険証の利用率についてですが、市民全体の

利用率については把握しておりませんが、本年10月17日時点で、国民健康保険に加入されてい

る方の約55％が保険証の利用登録を行っております。 

 次に、マイナンバーカードを持たない方への対応についてですが、現在、国から運用につい

て詳細な通知は発出されておりませんが、国では、マイナンバーカードを持たない方への対応

として、本人の申請によらず、資格確認書を保険者にて交付する対応案が示されており、本市

においても動向を注視してまいります。 

 次に、健康保険証存続の国への要望についてですが、マイナンバーカードと保険証の一体化

は、市民や医療機関などの御理解をいただきながら進めるべきと考えておりますが、国民の利

便性の向上のほか、医療の質の向上などといったメリットもあるものと承知をしております。

また、マイナンバーカードを持たない方や保険証の利用登録をされていない方などには、資格

確認書を交付することにより、受診の機会が確保される方向性であることから、健康保険証の

存続を国に求める考えはございません。 

 次に、国立大学法人法の一部を改正する法律案の国会運営についてと、同法律案に対する見

解については、関連がありますのであわせてお答えをいたします。 

 国立大学法人法の一部を改正する法律案の審議に係る国会運営に関してコメントする立場に

はございませんが、同法律案については、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体

制の整備及び充実等を図るという趣旨に照らし、立法府である国会において審議が行われるも

のと認識をしております。 

 次に、新年度予算編成についてお答えをいたします。 

 介護職員の待遇改善についてですが、これまでも、介護ロボット、ＩＣＴの活用による介護

職員の負担軽減や資質向上のための研修受講費用助成などに取り組んでおり、財政状況を踏ま

えながら、引き続き推進してまいります。 

 処遇改善につきましては、一義的には国の責任において対応すべきであり、これまでも人材

育成の取組に対する介護報酬の加算など、段階的な措置が講じられてきておりますが、引き続

き、さらなる改善を要望してまいります。 

 次に、職員の待遇についてお答えをいたします。 

 まず、女性職員の活躍の推進についてですが、本市では、女性職員活躍推進プランに基づき、

能力、意欲ある女性職員を政策決定に関わる部門へ配置するとともに、管理職への登用を積極

的に進めているところであります。 

 また、女性職員に管理職として活躍してもらうための環境づくりとして、先輩女性職員が自
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身の体験をもとにアドバイスを行う研修や時間外勤務縮減対策などの働き方改革の取組などに

より、昇格に対して抱く不安感を低減し、キャリアアップへの具体的なイメージを描けるよう

に取り組んでおります。 

 このほか、女性活躍の必要性の理解促進を目的として、男性職員も対象に女性の活躍・キャ

リア開発促進研修を実施しているほか、男性職員の育児休業取得の推進など、組織全体での相

互理解と意識醸成に努めているところであり、引き続き、性別に関わらず職員が活躍できる組

織を目指してまいります。 

 次に、会計年度任用職員の処遇改善についてですが、平成28年度から、民間企業等職務経験

者対象の職員採用試験において、本市での会計年度任用職員としての勤務期間についても、受

験要件の職務経験の対象とし、経験のある会計年度任用職員に正規職員としての活躍の門戸を

広げております。 

 次に、県単独事業補助金及び水道事業についてお答えをいたします。 

 県単独事業補助金については、令和３年７月に、知事と市長との意見交換の場において、市

長から知事に直接、県単独事業補助金の改善を要求し、その後、個別事項について協議を行っ

ており、今年度新設された県単独事業補助金においては、全て本市も対象となっております。 

 水道事業については、昨年12月の第２回千葉県と千葉市の連携推進会議において、知事と市

長の間で、協議、調整に時間を要する中長期的な課題であることから、県市の所管部局で丁寧

な調整を進めていくこととしており、引き続き協議を行ってまいります。 

 次に、市民会館についてお答えをいたします。 

 まず、市民会館再整備の進め方と建設場所については、関連がありますのであわせてお答え

をいたします。 

 現在、建設費の再計算を行うとともに、ＪＲ東日本千葉支社跡地や市有地で建設した場合の

比較検討などを含め、慎重に検証作業を進めているところであります。 

 次に、現在の市民会館の延命についてですが、現市民会館については、新たな市民会館が供

用されるまでの間、可能な限り利用者にとりまして不便とならないよう、環境整備に努めてま

いります。 

 次に、議員や市民、関係者を含めた会議についてですが、これまで、令和３年度に千葉市民

会館再整備に係る基本計画の策定の際に市民意見募集を行い、約150件の御意見をいただいた

ところであります。また、昨年度には、基本計画の市民説明会を開催し、意見交換を行ってお

り、現在のところ新たな会議の設置は予定しておりません。 

 次に、ワクチン接種についてお答えをいたします。 

 まず、新型コロナワクチンの有料化による接種控えについてですが、先月22日に厚生科学審

議会予防接種・ワクチン分科会において、来年度以降の新型コロナワクチンの接種についての

方針が決定されたところであります。 

 具体的には、季節性インフルエンザと同様に、個人の重症化予防を目的とし、65歳以上の高

齢者などを対象に、秋から冬にかけて年１回定期接種として実施することとなります。 

 本市といたしましては、引き続き、高齢者などが安心して接種できるよう、指定都市市長会

等を通じ、国費による継続した財政支援を要望してまいります。 

 次に、インフルエンザワクチン接種助成の対象拡大についてですが、現在、接種費用の助成

対象としているのは、重症化リスクが比較的高く、予防接種法に基づく定期接種の対象である
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65歳以上の方及び障害のある60歳から64歳の方であります。 

 高齢者以外の世代への助成については、重症化リスクが比較的低く、予防接種法に基づく定

期接種の対象外であることなどから実施する予定はありません。市民の皆様には、インフルエ

ンザの発生状況や感染予防に関する情報を提供してまいります。 

 次に、帯状萢疹ワクチン助成の検討状況及び新年度予算における対応についてですが、現在、

国の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、帯状庖疹ワクチンの有効性や安全性、

費用対効果等について検討を進めていることから、その議論を注視しつつ、本市として必要な

対応について引き続き検討してまいります。 

 次に、発達障害者支援についてお答えをいたします。 

 まず、（仮称）こども発達相談室の開設に向けた準備状況と具体的体制、療育相談所の待機

期間短縮についてですが、開設に向けまして心理学専攻課程を有する全国の大学、大学院に対

し、心理士採用のためのアピール活動を実施したほか、こどもの発達相談を先進的に実施して

いる船橋市に、本市の心理判定員を派遣するなどの準備を進めております。 

 具体的な体制については、専門的な対応をとれるよう、心理士など必要な専門職員の配置に

向け、現在調整を進めているところであります。 

 待機期間の短縮につきましては、これまで療育相談所で対応していた御相談を一旦相談室で

受けとめ、医学診断が必要となった場合には、療育相談所につなぐなどの対応を考えており、

期間短縮につなげたいと考えております。 

 次に、各区に発達障害の相談窓口を開設することについてですが、専門職員の確実な確保や

やノウハウの蓄積による職員の資質向上など、専門機関としての体制の確立などの観点から、

１か所整備することとしております。 

 次に、児童相談所における子どもの発達障害支援の機能についてですが、児童相談所では、

子供のあらゆる相談に対応する機関として、発達障害に関する相談についても対応を行ってお

ります。今後も、発達障害に関する専門機関である発達障害者支援センターや今後整備予定の

（仮称）こども発達相談室等の支援機関と連携し、発達障害のある子供や御家族が安心して地

域で暮らせるよう支援をしてまいります。 

 次に、重症心身障害者入所施設についてお答えをいたします。 

 千葉県と協力して施設を建設することについてですが、本市としては、市独自に設立に係る

補助等を行うなど、重症心身障害者などに対応できるグループホームの整備に努めてきたとこ

ろであります。 

 千葉県に対しては、県内での重症心身障害者入所施設の整備について検討するよう、本市と

千葉県及び県内中核市が参加する四県市連絡協議会などの機会を通じまして要望してまいりま

す。 

 次に、特別養護老人ホームについてお答えをいたします。 

 待機者解消のための手だてについてですが、今後、2025年度末までに、新設５施設と増床２

施設、計508床を新たに整備する予定となっております。施設整備については、いまだ一定程

度の待機者がいることから、引き続き計画的に進めてまいります。 

 次に、こども未来戦略方針についてお答えをいたします。 

 まず、支援金制度の認識についてですが、こども未来戦略方針では、支援金制度については、

歳出改革などによる財源確保や経済社会の基盤強化を行う中で、企業を含め社会、経済の参加
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者全員が連帯し、公平な立場で広く負担していく新たな枠組みとされております。 

 本制度は、我が国が直面する最大の危機と国が捉えている少子化に対し、社会全体で子育て

家庭を支える仕組みを構築する上で重要なことであると認識をしております。 

 次に、支援金制度による子育て家庭への負担についてですが、企業をはじめ、高齢者も含め

た全ての世代が歳出改革によって生み出された公費もあわせて、子育て世帯を支える仕組みと

することにより、一人一人の拠出額を抑え、子育て世帯にとりましては、給付が拠出を大きく

上回ることになり、子育て世帯への所得の再分配と捉えることができると国が示しているほか、

先月に開催された有識者会議での意見を踏まえ、年内に具体的な制度設計をまとめる方針であ

ると報道されていることから、その動向を注視してまいります。 

 次に、保育についてお答えをいたします。 

 保育士の配置基準の見直しについてですが、現在、保育士の確保が非常に困難な状況にある

中、配置基準を引き上げると、各施設は基準に見合うだけの保育士を確保することが必要とな

り、十分な保育士を確保できない場合、入所可能な児童数が減少することとなるため、配置基

準の引き上げは慎重に検討すべきと考えております。 

 なお、本市では、１、２歳児の保育士等の配置基準を国基準の６対１を上回る５対１とする

とともに、国の定数を超えて職員を配置している施設については、本市単独事業である保育士

等配置基準改善事業補助金により人件費を助成しております。 

 次に、児童虐待防止をめぐる課題についてお答えをいたします。 

 まず、児童虐待相談対応件数が増加している要因と本市の虐待防止対策についてですが、本

市における児童虐待相談の対応件数は、国同様に増加しており、昨年度は2,472件で過去最大

を更新しております。 

 要因といたしましては、児童虐待に関する様々な報道などにより、市民の社会的関心が広が

っていることや心理的虐待や身体的虐待について、虐待を発見しやすい立場にある関係機関の

認知が進んだことによるものと考えております。 

 虐待防止対策としては、児童相談所や家庭児童相談室で子供に関する様々な相談への対応や

子供本人からの悩みなども対応可能な、親子のためのＳＮＳ相談ちばを開設するなど、様々な

ツールでの相談体制を構築するほか、子育て短期支援事業を実施し、保護者が育児疲れや育児

不安になり、虐待リスクが高まることを未然に防ぐなど、保護者や子供が安心して生活できる

環境を整え、児童虐待の防止に取り組んでおります。 

 次に、児童相談所の早期の２所２施設化についてですが、昨年度から同一施設内で２所化と

し、組織としての方針決定や事案対応への迅速化が図られるとともに、児童に対する個々の支

援について、よりきめ細やかに対応できるようになったところであります。 

 一方で、増加を続ける児童虐待相談への対応や一時保護所の定員超過、執務室の狭隘化など

の解消が必要なことから、新たな児童相談所を整備する候補地選定を進めているところでござ

います。 

 次に、消防職員の飲酒運転による逮捕事案についてお答えをいたします。 

 まず、今回の事案の詳細についてですが、11月11日、土曜日、午後０時50分頃、中央区蘇我

１丁目の国道357号線下り車線において、信号待ちの車に追突する事故を起こし、駆けつけた

警察官が呼気検査を実施した結果、酒気帯び運転が確認され、現行犯逮捕されたものでござい

ます。なお、怪我人はございませんでした。 
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 次に、なぜ飲酒運転との事態に至ったのかについてですが、これまでも飲酒運転の根絶に向

け取り組んでまいりましたが、誠に遺憾ながら、当該職員の飲酒運転に対する認識の甘さから、

酒気帯び運転に至ってしまったものと考えております。 

 次に、綱紀粛正と再発防止についてですが、職員の逮捕を受け、先月13日、月曜日の朝に、

消防局長が消防局の幹部職員を緊急に招集し訓示を行うとともに、全消防職員に向けた通達を

発出し、飲酒運転を含む不祥事の再発防止について徹底をしたところであります。 

 職員が二度と飲酒運転を行わないよう、服務倫理研修やコンプライアンス検討会など、現在

不祥事の発生防止のために実施している取組を着実に進めてまいります。なお、当該職員は、

昨日、懲戒免職といたしたところであります。 

 次に、朝鮮初中級学校の成り立ちと現状、教育支援についてお答えをいたします。 

 まず、映画福田村事件についてですが、映画の公開を始め、多くの報道や番組で当時の状況

が取り上げられていることは承知しております。いかなる状況においても、人権侵害は決して

許されるものではないものと考えております。 

 次に、検見川事件など、地域に残る歴史を後世に伝えることについてですが、いわゆる検見

川事件については、新聞報道などにより承知しており、人権侵害は、時代背景に応じて様々な

形で生じる可能性がありますが、決して許されるものではありません。 

 本市では、人権への理解を広めるために、法務局や千葉県、人権擁護委員と連携し、障害の

有無や国籍、性別、性的指向、性自認などの違いによる多様性を尊重し、受入れる意識を育む

取組を引き続き進めてまいります。 

 次に、児童１人当たり１万円の補助を求める要望への対応についてですが、本市では、外国

人学校における地域交流の取組を促進し、在籍する児童生徒の健やかな成長と自立を促すため、

外国人学校が実施する児童生徒と地域住民との交流に資する事業に要する経費について補助金

を交付する外国人学校地域交流事業を平成25年度に開始をいたしました。 

 千葉朝鮮初中級学校に対しては、平成28年度に実施された事業において、地域交流事業の目

的に反する内容が含まれていたため、補助金の交付決定を取り消した経緯があるほか、昨今の

国際情勢などを踏まえた様々な意見が市民の方の中にあることなどから、補助金を交付するこ

とは、現在のところ考えてはおりません。 

 最後に、文化や歴史、言語に触れる機会となる朝鮮初中級学校との交流の場を増やすことに

ついてですが、外国人学校の児童生徒が地域住民と交流を図ることは意義のあることであり、

千葉朝鮮初中級学校が関係する行事においても、様々な取組を行っております。 

 具体的には、学校において開催されているフレンドシップフェスタについて、公益財団法人

千葉市国際交流協会にチラシを配架し、周知に協力をしております。 

 また、本年11月に行われました文化祭では、花園中学校の軽音楽部が演奏を行ったほか、来

年１月に行われる絵画展にも、花園中学校美術部の作品を展示する予定であります。 

 今後も、外国人学校の児童生徒が地域住民と交流を図る機会の確保に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君）  青柳副市長。 

○副市長（青柳 太君） 市長答弁以外の所管についてお答えします。 

 初めに、市民生活を支える支援策についてお答えします。 

 まず、路線バス事業者支援における年間予算額と効果についてですが、令和２年度から昨年
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度までの３か年の実績として、事業継続のための支援金の支給のほか、新型コロナウイルス感

染症拡大防止対策や運転手養成に係る経費への助成など、総額約２億3,720万円の支援をして

きております。 

 また、今年度は、これまでに約7,000万円を予算措置し、原油価格高騰等に対する事業者支

援に努めてきており、こうした支援は、事業者において厳しい経営状況が続く中、事業継続に

一定の効果があったものと考えております。 

 次に、運転手確保に向けた取組についてですが、令和２年度から路線バスやタクシーの運転

手確保のための支援策として、事業者が実施する職員の２種免許取得制度に要した費用の２分

の１を支援する運転手養成支援事業を実施してまいりましたが、2024年問題を踏まえた支援の

検討のため、現在、事業者との意見交換等を実施しております。 

 今後、国や県の動向に注視しつつ、必要な支援を検討することとしております。 

 次に、ライドシェア解禁への見解と事業者支援についてですが、ライドシェアについては、

バスやタクシーなどの既存公共交通事業者への影響や利用者の安全確保などの懸念もあり、丁

寧な議論が必要と考えておりますが、公共交通不便地域における移動手段確保の選択肢の１つ

になり得るものと考えております。 

 路線バスやタクシーは、本市の公共交通ネットワークを構成する重要な交通インフラであり

ますので、引き続き必要な支援について検討してまいります。 

 次に、新年度予算編成についてお答えします。 

 まず、エネルギー価格等高騰対策支援金の事業者への周知及び対象とならない事業者への対

策についてですが、これまで経済関係団体や業界団体等を通じた制度説明や過去の支援金受給

者へのメールによる御案内のほか、新聞折り込み広告や業界誌への掲載等を実施しており、引

き続き事業者への周知に努めてまいります。 

 また、本支援金の給付要件については、市内事業者への聞き取り結果や他市の事例などを踏

まえて設定しており、妥当なものであると考えております。 

 次に、企業におけるＣＯ２削減目標の達成のための施策についてですが、2050年のカーボン

ニュートラルの達成に向けて、民間企業におけるＣＯ２削減は重要であることから、カーボン

リサイクル等の技術革新に対する財政支援強化を国に要望するなど、民間企業の温室効果ガス

排出量削減に向けた取組が着実に推進するよう支援しております。 

 また、千葉市脱炭素先行地域推進コンソーシアムを設立し、本市と民間企業等が連携して再

生可能エネルギーの導入等に取り組んでおります。 

 次に、環境保全や脱炭素化に市民、団体と共同で取り組む体制の構築についてですが、本市

では、平成16年度に、市民団体や事業者等で構成する千葉市地球温暖化対策地域協議会を設立

し、地球温暖化対策実行計画に掲げる施策や脱炭素化に資する取組を推進しており、今年度は、

親子三代夏まつりやエコメッセちばへの出展、木育イベントの開催など、様々な啓発活動を行

い、環境保全、脱炭素化に取り組んでおります。 

 次に、プラスチックごみの分別と再生処理についてお答えします。 

 まず、プラスチックを燃やさず生かすための方向性と必要なプランについてですが、現在、

分別排出、収集運搬、再資源化の各段階における手法について、庁内プロジェクトチームを設

け検討を行っているところであり、引き続き検討を進めてまいります。 

 次に、プラスチックを分別し、リサイクルする施設等の検討についてですが、民間事業者の
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提案を幅広くお聞きするサウンディング型市場調査を本年10月に実施し、４事業者から御提案

をいただいたところであり、提案内容を参考として、プラスチックごみの再資源化手法等につ

いて検討しております。また、取組の参考とする先進市についてですが、各政令市における実

施状況を参考にしております。 

 次に、市民の皆様と情報共有し、脱炭素の取組を加速することについてですが、サウンディ

ング型市場調査の結果を市ホームページにより公表するほか、ごみ減量広報紙Ｇｏ！Ｇｏ！へ

らそうくんなどを活用し、市民の皆様へのプラスチックごみを含めた３Ｒの推進や脱炭素に向

けた情報提供に努めてまいります。 

 次に、脱炭素推進に向けた組織体制についてお答えします。 

 脱炭素推進課の人員体制の強化と予算の増額についてですが、今後も、2050年のカーボンニ

ュートラルの達成に向けて必要な予算と人員の確保に努めてまいります。 

 次に、企業立地の考え方についてお答えします。 

 企業立地補助制度により優遇する企業に応分の税負担を求めるべきではないかについてです

が、地域経済を牽引する企業の進出や経済効果の高い投資は、本市にとって得られる税収・雇

用創出効果が高く、市内中小企業への様々な支援策や福祉施策等、市民生活向上のための重要

な財源となっているところです。 

 このような企業への投資や誘致は都市間競争が厳しいことから、引き続き、企業立地補助制

度等により企業立地に取り組み、本市の税源の涵養や雇用の創出に努めてまいります。 

 次に、農業後継者対策についてお答えします。 

 まず、新規就農者などへの支援策の課題と対策についてですが、新規就農者については、農

業経営や農作物の栽培に関する知識や技術の習得、就農する際の初期投資が課題であることか

ら、本市では、新規就農者向けの研修を実施するとともに、農業用機械や施設の導入に対して

補助を行っております。 

 また、農業後継者については、先代からのスムーズな経営継承や継承後の経営発展が課題で

あることから、専門家によるコンサルティングや法人化、規模拡大に向けた支援等を行ってお

ります。このような支援により、新規就農者や農業後継者の確保、育成を進めてまいります。 

 次に、農業、酪農家を支える仕組みを十分行っているかについてですが、本市では、持続可

能な農業経営の確立と生産性の向上を図るため、栽培指導や農作業の省力化、効率化を図る機

械施設導入の補助等を行っております。 

 また、市内産農畜産物を積極的に活用、販売する店舗等を千葉市つくたべ推進店として登録

し情報発信するなど、地産地消にも取り組んでおります。引き続き、こうした取組を十分に行

うことで、市内の農業者、酪農家の皆様を支援してまいります。 

 次に、イノシシ対策についてお答えします。 

 まず、市街地にイノシシが出没することになった経緯や要因についてですが、本年10月に起

きた事案の経緯や移動経路は明らかになっておりませんが、近年、市内においてイノシシの捕

獲数が増加傾向にあることや捕獲される場所も増え、生息域が拡大している可能性があること

等が市街地に出没した要因となっていると考えております。 

 次に、新たな対策についてですが、これまで農作物被害防止のための取組として、イノシシ

の出没地域やその周辺において、わなによる捕獲を行うとともに、農地への侵入防止のため、

電気柵を設置するなどの対策を行ってきたところです。また、生活被害防止のための取組とし
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て、住宅地や事業所周辺にわなを設置し、捕獲に努めてきました。今後は、今回の出没事案等

を踏まえた対策の強化が必要であると考えております。 

 次に、市営住宅長寿命化・再整備計画の見直しについてお答えします。 

 まず、管理戸数を減らす理由についてですが、長期的な市営住宅の需要を踏まえたものとす

るため、直近の人口推計データなどから将来の必要戸数を算定し、管理戸数を減らしたもので

す。 

 なお、現行計画において、令和９年度末で5,900戸であった管理目標戸数を踏襲し、改定案

では14年度末で5,850戸としております。 

 次に、市営住宅の役割を放棄することにならないかについてですが、市営住宅は、住宅に困

窮している低額所得者等に低廉な家賃で住宅を提供することにより、居住の安定を図る役割を

担っているものと認識をしております。今後も、公的賃貸住宅を含めた重層的住宅セーフティ

ネットの中核として、住宅困窮世帯の居住の安定確保と増加する高齢者世帯や経済的負担が大

きい子育て世帯の住まいの確保といった社会的ニーズに対応するため、将来の人口減少等を勘

案しつつ、効率的な運用に努めてまいります。 

 次に、民間事業者を活用した開発政策と身近な公園整備についてお答えします。 

 まず、パークＰＦＩ事業によるメリット、デメリットについてですが、この制度は、公募に

より、飲食店や売店などの公園利用者の利便の向上に資する施設の設置と当該施設の収益を活

用して周辺の園路や広場などの整備を一体的に行うもので、都市公園に民間の優良な投資を誘

導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質や利用者の利便性の向上を図れるメ

リットを有しており、公募に対し事業者があらわれない場合には、計画が進捗しないことが課

題であると認識をしております。 

 次に、千葉公園賑わいエリアの整備及び稲毛海浜公園リニューアル事業の総予算及び本市負

担額についてですが、事業期間20年間総額で、千葉公園賑わいエリアの整備については、総事

業費が約12億7,OOO万円、うち本市負担額は園路や広場などに要する費用で約６億7,OOO万円、

稲毛海浜公園リニューアル事業については、総事業費が約60億5,OOO万円、うち本市負担額は

砂浜改修や海へ延びるウッドデッキなどに要する費用で約24億8,OOO万円を予定しております。 

 次に、身近な公園の改善、整備に関する予算の増額についてですが、現在、多くの公園施設

で老朽化が進んでいることなどから、遊具の交換などの長寿命化対策のほか、出入口のバリア

フリー化やトイレの洋式化等を進めております。 

 また、本市の魅力の１つである豊かな緑の維持に関する様々な取組も進めており、今後も、

安全で安心な魅力あるまちづくりに向け、必要な予算の確保に努めてまいります。 

 次に、市民の安全・安心に直結するインフラ整備と維持管理についてお答えします。 

 まず、土木事務所に寄せられている要望件数についてですが、昨年度は、補修や清掃などの

要望が約9,900件あり、このうち道路に関するものが約9,700件、下水道に関するものが約200

件となっております。 

 最後に、予算措置と職員確保についてですが、道路、下水、河川などのインフラ整備や維持

管理は、市民生活に欠かすことのできない業務であり、今後も、安全・安心のまちづくりに向

け、必要な予算と人員の確保に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 教育長。 
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○教育長（鶴岡克彦君） 初めに、新年度予算編成についてお答えします。 

 教育関係予算の増額についてでございますが、教育の質のさらなる向上や教員の働き方改革

の促進など、学校教育及び生涯学習の現場が直面しております様々な課題に計画的に取り組む

ため、本年３月に第３次学校教育推進計画及び第６次生涯学習推進計画を策定したところであ

り、これらの計画の推進に必要な予算の確保に努めてまいります。 

 次に、防災・減災についてのうち、体育館のエアコン設置を来年度早急に実施すること及び

教育環境整備についてのうち、体育館のエアコン設置の調査状況と整備における考え方につき

ましては、関連がございますのであわせてお答えいたします。 

 体育館のエアコン整備は、体育学習や部活動における児童生徒の教育環境の改善や災害時の

避難所としての環境整備を図るため、実施に向けました検討を開始しております。 

 現在、今年度実施いたしました基礎調査結果をもとに課題を整理し、工事の実施方法、対象

校や整備スケジュール等、詳細な検証を行っているところでございまして、冷暖房効果が発揮

され利用者が快適な環境で使用できますよう、引き続き検討してまいります。 

 次に、学校の教員不足の解消についてお答えします。 

 まず、教育現場の意見聴取についてでございますが、毎年、学校における働き方改革に関す

るアンケート調査を実施し、学校現場で働く教職員の意見を聴取しております。 

 次に、教員のなり手不足への対応についてでございますが、これまで実施してまいりました

パンフレットの配布などに加え、本年10月、千葉県との共同による公立学校教員採用サイトを

立ち上げ、学校現場で働く姿等について紹介したＰＲ動画を配信するなど、教員のなり手を新

たに発掘するための取組を進めております。 

 次に、教員の負担軽減や市単独での加配など、教員未配置とならないための対策についてで

ございますが、今年度から産休・育休代替教員の加配定数によります支援を行うとともに、病

気休暇などの休暇等を補助するための正規教員を２人配置しております。また、専科指導のた

めの非常勤講師や教員業務支援員など、様々な支援スタッフを配置することによりまして、教

員の負担軽減に努めております。 

 市単独での加配につきましては、教員の人件費は主に国庫負担金等の国費で賄っていること

から、教員のさらなる増員は、国の財源とともに実施されるべきと考えており、引き続き、国

に対して加配定数の拡充を要望してまいります。 

 次に、教育環境整備についてお答えします。 

 まず、学校施設の断熱性の確保についてでございますが、今年度、体育館での断熱工事の効

果につきまして調査を行い、検討を進めております。普通教室等での実施につきましては、施

工等の課題も多いことから、現時点では検討しておりませんが、国や他自治体の動向を注視し

てまいります。 

 次に、学習用机、椅子のリニューアルについてでございますが、現在、教室は天板が狭い旧

規格の机を前提とした広さであることに加えまして、教室内に大型テレビやＧＩＧＡスクール

用電源キャビネット等も設置されていることから、机の拡張に必要な教室面積を確保すること

は困難な状況にあります。 

 一方、老朽化した机、椅子につきましては、昨年度は約1,500台を更新し、今年度は約2,OOO

台の更新を予定しております。今後も、児童生徒の良好な学習環境を確保するため、費用の平

準化を図りながら更新いたしますよう努めてまいります。 
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 次に、誉田東小学校のグラウンド拡張についてでございますが、誉田東小学校の児童数の増

加が今後も見込まれることから、周辺地も含めたグラウンドの活用方法につきまして検討を進

めるため、関係者へのヒアリングを実施いたしました。引き続き、教育環境の改善に向けまし

た様々な取組につきまして検討を進めてまいります。 

 次に、アフタースクールについてお答えします。 

 まず、夜の部の利用希望者が定員を上回る学校数についてでございますが、17時以降19時ま

での夜間の部につきましては、居場所として使用する専用室の面積に応じた定員を設定してお

りますが、これまでに利用希望者が定員を上回ったケースはございません。 

 最後に、子供の生活に合わせたおやつの提供についてでございますが、昼間の部におきまし

ては、限られた時間の中で、宿題、自由遊び、様々なプログラムなどを行い、子供たちが楽し

く充実した時間を過ごすことができる運営に努めております。 

 このため、ゆったりと過ごす時間である夜間の部を利用する児童のみに対しておやつを提供

しておりますが、子供の生活も考慮して、夕食に差し障りが出ないようメニューに配慮するな

どの工夫を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 盛田眞弓議員。  

○35番（盛田眞弓君） ２回目の質問を行います。 

 初めに、国際情勢についてです。 

 市長は、即時の戦闘休止などを訴える緊急人道アピールを行ったとしていますが、幕張メッ

セでの武器見本市に、イスラエルの兵器企業であるエルビットシステムやＩＡＩなども参加し

ています。兵器の商談が行われていたことを容認していることに反省をすべきです。 

 日本共産党の経済再生プランについて伺います。 

 30年続く経済の停滞に対する構造改革が必要という点は共通ですが、勤労者の賃金引き上げ

による経済の底上げと労働環境の抜本的な改善なしに構造改革はできません。福祉を支える主

要な財源である税金は、負担能力のある大企業や高額所得者がもうけに応じて負担し、低所得

者などに重い負担となる消費税に頼らないことも改革に含まれます。 

 伺いますが、消費税減税についての世論調査で、賛成が57.7％、反対が22.3％、支持政党別

でも、ほぼ全ての政党で賛成が反対を上回ったとの報道もあり、物価高騰で暮らしが厳しい中、

多くの国民が望んでいる政策と言えるのではないか、減税するなら消費税をの声に応えるべき

と考えないか、伺います。 

 次に、年金・医療・介護・福祉などの社会保障は、憲法25条に保障された国民の大切な権利

です。この30年間に社会保障費用に対する予算の抑制で、家計負担が増え、所得が減り、生活、

将来不安も増大し、経済全体に大きな打撃となったことは明らかです。社会保障こそ経済であ

ると考えないのか、お答えください。 

 市は、新年度予算の財政見通しについて、市税収入の減収、地方交付税、財産収入など見込

めず厳しいとされる中でも、物価高騰対策や市民本位の市政の推進、市民サービスのより一層

の向上が図られるよう検討すると答弁されました。 

 伺いますが、市民本位の市政の推進について、市としてどのような認識か、また、新年度で

具体的にどのような事業を検討しているのか、伺います。 

 物価高騰対策として、約７億円の活用を見込んでいる国の臨時交付金及び財政調整基金も活
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用し、子育て世帯の給付金や中小事業者支援など、新たな支援に取り組むべきではないのか、

お答えください。 

 地域公共交通について、２回目の質問です。 

 千葉市がこの間、新型コロナ感染症拡大防止対策や運転手養成に係る費用への助成などを支

援をしてきても、バス路線の廃止や減便が発生しているのが本市の実情であり、今年度予算で

の利用促進策は350万円で、全く足りていません。そもそも、地域公共交通が民間事業者任せ

になっていることが問題です。本市が路線の存続、維持を事業者に要請をしても効果がなく、

日頃から財政支援に取り組み、連携を確保していくことや利用促進策の具体化が必要です。 

 そこで、２点伺います。 

 今後も地域のバス路線廃止や代替交通の運行など取組の重要性が増すため、地域公共交通支

援の新たな財政支援と新年度予算における大幅増額を求めます。 

 また、今後地域公共交通の存続や利用促進に向けた対応の重要性が高まる中、所管となる交

通政策課のうち、公共交通に従事している職員は11名と、人員が不足をしているため、増員を

求めますが、見解を伺います。 

 バスやタクシーの運行を維持していくために、事業者への支援と連携、また、市民の利用促

進が必要であるため、今議会で我が会派が提案した地域公共交通利用促進条例を制定すべきで

す。 

 地域公共交通の利用促進する取組を進め、その中で、まずは高齢者向けに運賃割引や敬老乗

車券などに取り組むべきではありませんか。お答えください。 

 最後に、アフタースクールについてでございます。 

 おやつの時間は、他市で16時半頃提供している例もあることから、柔軟に対応することを求

めておきます。 

 ２問、伺います。 

 アフタースクールの利用料は、17時まで3,500円、夜間の部は5,000円です。保育に欠ける状

況であっても、利用料金が負担で17時までしか預けていない家庭が一定程度いるのではないで

しょうか。帰宅した子供が一人で留守番をしている事例は発生していないのか、詳しく調査す

べきではないのか、お答えください。 

 アフタースクールは、現在34校で実施し、今後98校まで導入する計画です。市は、事業の委

託先として、社会福祉協議会をプロポーザルから排除しています。これまで子どもルームの運

営に携わり、子供や保護者や学校との関係を築いてきた実績も継続性もある社会福祉協議会を

参入させない理由は何か、お示しください。 

 以上、２回目の質問です。 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。神谷市長。 

○市長（神谷俊一君） ２回目の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、日本共産党の経済再生プランについてお答えします。 

 消費税の減税と社会保障につきましては、関連がありますのであわせてお答えをいたします。 

 社会保障の充実により、市民の将来に対する不安を軽減させ、消費意欲を向上させるために

は、社会保障充実のための財源確保が必要でございます。消費税などにより、本市独自の福祉

施策を行うための財源を安定的に確保するとともに、経済を成長させることで社会保障をさら

に充実させるための財源を確保することが重要ではないでしょうか。 
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 私は、経済産業の振興こそが社会保障を支えると考えておりまして、社会保障と経済成長を

両輪として進めることで、雇用をつくり出し、本市ならではの福祉の充実を図り、長く暮らし

続けられる千葉市を実現してまいりたいと考えております。 

 このような考えのもとで、物価高騰に対する各種支援策を実施するとともに、地域の経済力

を回復させるため、中小企業の経営安定や事業変革の支援、スタートアップ支援による新たな

起業家の創出及び企業誘致による市内外からの投資の呼び込みなどを進め、雇用創出と税収、

財源を確保し、本市ならではの子育て、教育などの充実を図ってまいります。 

 次に、新年度予算編成についてお答えいたします。 

 市民本位の市政の推進への認識についてですが、市民目線に立ち、住民福祉の増進のため、

限られた財源で最大の効果を得られるよう、政策を推進することと認識をしております。 

 こうした認識のもとで、新年度におきましては、厳しい収支状況が見込まれますことから、

財政の健全性の維持に努めながら、限られた財源の効率的、重点的な配分を念頭に、子ども医

療費助成制度や重層的・包括的支援体制の充実など、市民の皆様が安心して暮らし続けられる

施策のほか、千葉公園の再整備や道路ネットワークのさらなる強化など、都市の魅力や活力を

高め、地域の活性化や利便性の向上を図り、市民の皆様の豊かな生活につながる施策を推進す

るなど、持続的発展に向けた取組を検討してまいります。 

 最後に、子育て世帯の給付金や中小企業者支援についてですが、追加の対策については、物

価の動向や国、県の対策の状況を踏まえまして、財源の確保に努めながら、様々な支援を幅広

く実施するべく、追加の補正予算措置の検討を進めております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 青柳副市長。 

○副市長（青柳 太君） 市民生活を支える支援策についてお答えします。 

 まず、地域公共交通支援の予算の増額と担当課の増員についてですが、公共交通は、市民生

活、経済活動の前提基盤であり、欠かせない社会インフラの１つであることから、令和３年度

に策定いたしました地域公共交通計画において、本市の役割として持続可能な交通サービスの

実現に向けた支援等の実施を位置づけ、取組を進めているところです。今後も、必要な予算、

人員の確保に努めてまいります。 

 最後に、地域公共交通の利用促進を進め、高齢者向けに運賃割引などに取り組むべきではな

いかについてですが、公共交通の維持のためには、市民の皆様をはじめ、多くの方々に積極的

に公共交通を利用していただくことが何より大切であるため、現在、自発的な行動変容を促す

モビリティマネジメントの推進などに努めているところです。 

 また、運賃割引や敬老乗車券については、かつて敬老乗車券として高齢者を対象とした助成

を行っておりましたが、対象者の増加や介護など多様なニーズへの対応が必要となってきたこ

とを背景に、平成19年度をもって廃止しており、今後さらなる高齢者人口の増加等を踏まえま

すと、実施は困難であると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 教育長。 

○教育長（鶴岡克彦君） アフタースクールについてお答えします。 

 まず、利用料設定と児童の留守番の状況についてでございますが、夜間の部を利用する場合

の利用料につきましては、子どもルームを18時まで利用する場合と同額の8,500円としており
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ますが、生活保護世帯及び市区町村民税非課税世帯につきましては無料とし、市区町村民税課

税額が一定額以下の世帯につきましては半額とするなど、経済的負担の軽減を図っております。 

 児童の留守番の状況につきましては、詳細を把握しておりませんが、各家庭におきまして適

切に御判断いただいているものと考えております。 

 最後に、社会福祉協議会がアフタースクールのプロポーザルに参入していない理由について

でございますが、本市の千葉市外郭団体の組織、運営等の在り方に関する指針におきましては、

株式会社を除く本市の外郭団体は、行政機能を補完、代替、支援するとともに、民間参入が見

込めない事務事業を実施することが求められるとしております。 

 アフタースクールにつきましては、これまでの実績から、民間事業者であっても適切に運営

することが可能であり、また、今後も十分な民間事業者の参入が見込まれていることから、現

時点では、社会福祉協議会への委託は考えておりません。 

 なお、児童や保護者との信頼関係などの円滑な継承という観点から、受託事業者に対しまし

て、社会福祉協議会の指導員等が引き続きアフタースクールへの勤務を希望する場合には、そ

の雇用に配慮するよう求めております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 盛田眞弓議員。 

○35番（盛田眞弓君） 国の異次元の少子化対策は看板倒れです。物価高騰対策も期待外れで

す。こうした中で、保育士の配置基準は変わらずに、加配措置にとどまり、児童相談所の虐待

相談件数が過去最多を更新して、学校現場ではいじめや不登校対応に心を痛めています。障害

者施設や高齢者施設での虐待事案も少なからず存在しており、現状を受けとめた改善策が求め

られております。 

 社会的な支援を必要としている分野で、その仕事に携わる人手不足による課題が認識をされ

ているにも関わらず、そのまま残されています。予算も人も確保して、市民の暮らしの事態の

打開に取り組むことを求めて、質問を終わります。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 盛田眞弓議員の代表質問を終わります。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午 後 ２ 時 45 分 休 憩 

────────────────────────── 

午 後 ３ 時 15 分 開 議 

○議長（石川 弘君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 代表質問を続けます。日本維新の会・無所属の会代表、36番・櫻井崇議員。 

〔36番・櫻井 崇君 登壇、拍手〕 

○36番（櫻井 崇君） 日本維新の会・無所属の会の櫻井崇です。12月８日は、パールハーバ

ーの日です。日米開戦の日です。平和を祈念し平和を維持するために、私たちはこの日を忘れ

てはいけません。そして、我が会派は、平和を維持するためには、現実的な安全保障体制の構

築が肝要であると考えております。 

 冒頭に、私たち会派の成り立ちを説明させていただきます。 

 さきの統一地方選挙におきまして、千葉市議会で初めて維新公認の新人４人が議席を獲得い

たしました。そこに無所属の私が加わり５人となり、議案提出権の要件５人を満たしておりま

す。 
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 既成概念で硬直しがちな市議会と市政に風穴を開けるべく、市民が私たちに託したのは、ス

ピード感を持った改革です。それこそが私たちのレゾンデートルです。 

 もちろん、市長をトップとする市執行部のよい政策は、全力を挙げて応援いたします。また、

議会内においては、他会派の先輩、同僚議員の皆様と熟議を重ね、ともに市民生活の向上を図

ることを切望しております。そして、二元代表制の一翼たる議会本来の重責を担う覚悟を持っ

ております。 

 この見地から、会派を代表して市政全般についてコンパクトに代表質問に入ります。 

 それでは、お伺いいたします。 

 市政運営の基本姿勢のうち、まず、新年度予算編成における見通し及びどのような考えで臨

むかについてお伺いいたします。 

 熊谷前市長は、行政の仕事は予算の配分とおっしゃっていました。市民サービスにはコスパ

という概念は当てはまらない分野も多いですが、入ってくるお金を増やすべく、市税徴収率の

向上など、そういった政策も必要だと思っております。 

 皆さん御存じのように税収は過去最高となり、岸田首相は10月23日に税収増部分は国民に還

元すると表明いたしました。それに対して、鈴木俊一財務相は、衆議院財務金融委員会で、首

相が減税で還元すると説明してきた過去の税収増分は使用済みで、還元の原資はないと発言い

たしました。また、鈴木財務大臣は、政府が来年６月からの実施を目指す所得税と住民税の減

税により、減税しなかった場合と比べて、借金である国債の発行額が増えるとの認識も示しま

した。 

 一方で、全国的に歯止めのかからない物価高騰は、市民生活を直撃し続けております。総務

省は、10月分の全国消費者物価指数を公表いたしました。生鮮食品及びエネルギーを除く総合

指数は105.8、生鮮食品は125.0、総合で107.1と、過去最大の指数となっております。 

 物価は40年ぶりに3.6％上昇、とまる勢いがありません。また、昨年ですが、日銀総裁も想

定外の上昇率とコメントしております。 

 値動きの大きい生鮮食品を除いた総合指数は、第二次オイルショックの末期、1982年２月以

来であり、また、過去の消費増税時の上昇時の上昇率を上回っております。また、皆様御存じ

のように、物価高を乗り越えるには、賃金の上昇が必要です。今ですね、なかなかその賃金が

追いついていない状態と言われております。日銀の観測によりますと、やがて追いつくであろ

うということですけれども。しかし、それまでの間というのは、やはり生活は厳しい。物価高、

生活を直撃しているという現実は、依然として続きます。 

 例えば、年金の生活者はですね、今回少し上がったんですよね。年金生活者については、前

年の物価上昇は翌年の年金額の計算に反映されるため、現在物価が上昇していても、年金の調

整は１年のタイムラグが生じ、マクロ経済スライドも適用されれば、年金は実質的に目減りす

る事態が生じます。 

 今回、2023年度に約２％の増額でしたが、実質的にはそういった要素を考えますと、マイナ

ス0.6％の目減りがありました。もともと、物価上昇は年率２％の物価上昇を目指し、それに

伴って国民の給与所得も上げることを意図して、経済成長を目指すというものでした。 

 ようやくコロナも一段落し、これからというときに円安が進行し、原油価格の高騰、ロシア

によるウクライナ侵略戦争、また、中東における紛争などが要因となって、かつてない物価上

昇は今後も続いていくと思います。 
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 そのような中で、さきの定例会で私たちが提案したトリガー条項凍結解除を求める意見書は、

議会運営委員会で否決されました。しかし、私たちはその同案をもってですね、ガソリンを使

う市民の経済の安定に資するためのものと判断し、後日、財務大臣に提出しております。 

 そこで、物価高騰対策について、新年度も含めた今後の方針、対応について伺います。 

 次に、10月７日、ハマスによるイスラエルの奇襲攻撃とその後のイスラエルからの反撃によ

り、パレスチナのガザ及びイスラエルでは、激しい紛争が続いております。12月１日には、双

方当局によれば、死者は17万人余り、多くの死傷者が出ております。実に多くの方々の人権が

蹂躙されております。 

 そこで、ガザ地区での紛争、人権侵害について市長の見解を伺います。 

 次に、現在、少子・高齢化が進み、ヤングケアラーはもちろんのこと、老老介護などケアラ

ーにかかわる課題は、日本全国でも増えている社会問題です。千葉市においても、例外ではあ

りません。都市部では核家族化が進み、家族構成も多様化している今、闘病・療養家族の病気

についても多種多様であります。ケアラーにとって、経済的、肉体的、精神的な負担は大きく、

行政として寄り添っていくことは重要であると考えます。 

 そこで伺います。 

 本市におけるケアラーについての現状と見解、また、ヤングケアラー支援の現状と今後の取

り組みについて伺います。 

 次に、千葉開府のことについてお話しします。 

 千葉開府というのは、フィクションだと一笑に付されたこともあります。しかし、千葉開府

について調べるうちに、これは千葉市民に脈々と受け継がれてきた一種のスピリッツであり、

開府記念行事の始まりは、明治末期にまで遡ります。 

 旧千葉町の加藤町長によると、千葉開府800年記念祭、1926年ですね。開催当時は、千葉氏

の顕彰や追悼といった色彩が強かった。市制施行後、２代目の市長は、800年祭を振り返りつ

つ、将来市民が行うであろう900年祭、また、千年祭に思いをはせ、まさにその理想を市是と

の実現せらるる時なるべきを信ずと発言しております。 

 我々が託された、それはもちろん、我々も千葉市民ですから、それを受け継いでいるわけで

すけれども、節目ごとの市の理想、あるべき姿を確認するという非常に重要な意義があると思

うに至りました。 

 例えば、千葉開府850年には、親子三代夏祭りが始まり、また、残念なことに中止となって

しまいましたマリンマラソンも始まったときでございます。そして開府900年まで３年を切り

ました。 

 そこで伺います。 

 千葉開府900年事業の位置づけについてお聞かせください。 

 また、900年記念事業に向けて、今後、協議会ではどのような取組を行っているのか。900年

記念事業の中においてスポーツを取り入れていくのか、お示しください。 

 次はですね、子供の最善の利益という観点から、共同親権について取り上げたいと思います。 

 共同養育は、父や母が離婚後も引き続き共同して子供を育てていくことを言います。現在の

法制度では、単独親権しか認められておりません。各家庭でそれぞれの事情はあるでしょうが、

子供の立場に寄った視点が必要だと思います。 

 それでは、共同親権の国の審議状況及び本市の見解についてお伺いしようと思います。 
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 １つに、共同親権の国の審議状況について。 

 ２つに、面会交流に対する市の考えについてお示しください。 

 先般、９月８日の大雨による被害がありましたが、一刻も早い復旧を願っております。 

 さて、令和元年の台風、大雨は、私たち千葉市民に多大な傷痕を残しました。全国地震動予

測地図2020年版では、都道府県庁別に今後30年以内に震度６弱が発生する確率で、千葉市は

68％でございます。そして、災害時に自助、共助の精神に基づいて、避難行動要支援者と支援

者に分けるモデル事業が始まり３年がたちました。国の目標として、令和７年度の完了を目指

しており、計画作成の対象となる人数は約4,000人と伺っています。 

 そこでお伺いします。 

 千葉市は、避難行動要支援者に対してどのような支援をしていくのでしょうか。 

 次に、総合政策行政です。 

 県と市の関係について、端的に伺います。 

 熊谷市政から神谷市政への移行後の県市間の課題解決の取組について伺います。 

 次に、人口についてです。 

 日本の総人口は、2010年にピークを迎え、そこを境に減少し続けております。それに加え、

高齢者の人口は増加し、高齢化が進行し、2050年代にはこちらもピークを迎えます。少子化が

続いていることから、今後出生率が好転しない限りは、生産年齢人口は大幅に減り続けます。

2050年の年少人口の数値は、1,077万人と想定され、2021年より400万人近く減ると推計されて

おります。 

 先般もこの場でお話しいたしましたけれども、コロナ禍ですね、コロナ禍において失われた

婚姻率というのが内閣府のデータでありました。本来だったら結婚するべき人たちが17万人結

婚できなかった。その結果、少子化が進み、失われた出生率というのが、今後、期限は定まっ

ておりませんけれども、７万人は減るということで、人口減少のトレンドというのは、さらに、

コロナ禍によって加速をしたということがあります。 

 我が会派としても、子育て支援政策と少子化対策は異なると考えております。子育て支援対

策を幾ら、これはどんどん充実させていくべきですけれども、例えば、私たちがモデルにして

いたフィンランドなどでは、もう本当に子育て政策が充実している。とても充実していて、人

口もある程度増えてきたんですけれども、いきなりがくっと下がってしまいました。ですから、

子育て支援対策と少子化対策は異なると思っております。今回は、両方ともを含めて質問いた

しますので、こども未来行政については、この市長の基本姿勢という中に溶けさせていただき

ます。 

 国の異次元的子育て政策はさておき、自治体できめ細かい対策はできると思います。 

 そこで伺います。 

 人口について、本市の出生数増加に向けた取組について伺います。 

 次に、市民行政について。 

 市民の生命、財産を守るのは、まさに市政の要であります。特に防犯情報は、迅速かつ正確

であることが求められます。 

 以前は、安全・安心メールでは、警察から流れてきた情報しか、横流しにするだけだったん

です。しかし、その後いろんな提言もさせていただき、改善されて、今はかなりいいものにな

っております。 
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 そこで、確認の意味も込めてお伺いします。 

 安全・安心メールの運用について、防犯情報についてどのように運用しているのか、お示し

ください。 

 次に、保健福祉行政についてです。 

 我が会派は、全ての市民が安心した生活を送れるよう、必要な方々に必要な支援が届けられ

るよう環境整備をすべきと考えております。とりわけ、障害のある子供の支援の充実は、本人

のＱＯＬ、クオリティー・オブ・ライフですね、その向上や自分らしい生活の実現にとって欠

かせないものであることはもちろんのこと、日々お子さまとともに困難に立ち向かい、献身的

にサポートを行う保護者の方が少しでも休み、仕事に打ち込み、自分らしい生活の維持や他の

兄弟姉妹のサポート時間を使うことにつながります。 

 第５次千葉市障害者計画及び第６期千葉市障害福祉計画及び第２期千葉市障害児福祉計画に

おいて、医療的ケア児などに対応できる障害福祉サービスの事業所の不足が指摘されておりま

す。 

 そこで伺います。 

 医療的ケアなどに対応できる障害福祉サービスの事業所などの不足について、現在までに改

善が見られましたか。また、今後の見通しはどうなっているのでしょうか。 

 次に、環境行政について端的に伺います。 

 再生可能エネルギーに対する本市の認識と普及に向けた取組についてお示しください。 

 次は、経済行政についてです。 

 企業誘致についてですけれども、かつて、幕張新都心には三井だとか大塚家具だとか、いろ

んなものがありました。いろんな大企業のそういった拠点があったんですね。リーマンショッ

クの到来後、かなり撤退していきました。東京モーターショーもなくなってしまいました。 

 そのときに幕張新都心は大分寂れた感じになったんですよ。しかし、イオンの旗艦店である

イオンモール幕張新都心の開業や幕張メッセの稼働率も上がり、花火大会の会場にもなり、ま

た、ビッグイベントが続き、新駅も開設され、かつての寂寥感は吹き飛びました。 

 最近では、メルセデス・ベンツの日本株式会社の幕張新都心への本社誘致が成功したという

報道を聞いています。 

 引き続き、少子・高齢化による人口減少のトレンドが予想される中、歳入の見通しは厳しい

ものと思います。このような状況だからこそ、歳入を増やす成長戦略として、本市の一丁目一

番地としての企業誘致について伺います。 

 今年度の取組と今後の方向性についてお示しください。 

 次は、競輪事業についてです。 

 競輪事業について、我が会派は危機感を強く感じております。令和４年は、当初予算に約

133億円の歳入を見込んでいたのに対し、実際の歳入は約31億円にとどまりました。他の地方

の競輪事業の多くの施行者は売り上げを伸ばし、各施行者の平均売上額が224億円から254億円

へと上昇している中、千葉市競輪事業のみが非常に低い水準です。 

 市は、今後どのような方針でいるのか、教えてください。 

 次に、都市行政です。 

千葉駅東口西銀座Ｂ地区において、令和４年度の補助金１億7,000万円、そのうち国費は

8,500万円、市から8,500万円という金額が支払われて、１事業者に対して多額の金額が投じら
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れております。 

 手を挙げたのは、１事業体だけだったと伺っております。 

 そこで伺います。 

 優良建築物等支援について、制度の概要について教えてください。また、千葉駅東口西銀座

Ｂ地区の全体事業費及び補助金額についてお示しください。 

 次に、交通行政です。 

 デマンドタクシーは、利用者のリクエストに応じて運行するものですね。アプリで予約する

ものです。ＤｉＤｉと書いてあるアプリがありますけれども、あれ結構、神戸市なんかで使う

とすぐ来るんですけれども、千葉市、特に花見川区の幕張本郷でも、あれ、全然来ないんです

よ。使えないんです、あれは。交通不便地域も、市内には結構あります。そういったときに、

何か打開策がないのかなというふうに考えておりました。 

 タクシーですから、二種免許がなければ対応できない。また、白タクというのもそうですよ

ね。これは、事業認可を受けていない違法行為となります。白タクは乗り合いという要素もあ

りますが、やはり都市部の走行がメーンとなり、交通不便地域では余り見かけません。 

 何を申し上げたいかと申しますと、デマンドタクシーも違法である白タクも、どうしても都

市部になってしまうんですね。なかなか、人口が少ないところ、そういったところに運んでい

ったり運行するというのは難しいと思うんです。 

 そこで、ライドシェアという議論があります。 

 そこで、ライドシェアで交通不便地域の足となればと思っておりまして、現に実証実験も行

われている自治体もあります。 

 そこで伺います。 

 ライドシェアについて、本市の見解をお示しください。 

 次に、建設行政、これについては取り下げさせていただきます。 

 次に、消防行政についてです。 

 市民の生命、財産を守ることが市の最重要の責務と申し上げました。とりわけ、迅速に確実

な救命体制が望まれております。課題となるのは２つです。１つは、頻回利用者、もう１つは

救急体制の区割りというものがあります。例えば、待機ゼロの状況になって、千葉市の救急車

が全部出払ってしまった場合に、その場合は、市原市とか四街道市から来ることになっていま

す。そういう協定です。隣の習志野市からは来ることはできない。私たちの千葉市の消防、救

急車も習志野市に行くことはできない。そこはすごい厚い壁があります。 

 頻回利用者とはですね、千葉市では、１年に７回以上救急要請をした利用者のことです。救

急搬送人員のうち、約２人のうち１人が軽症です。軽症とは、入院の必要がなく、診察後に帰

宅する場合を言います。 

 新潟市は、人口78万人に対して25台の救急車で対応しております。一方、新潟市に比べ、千

葉市は、人口約98万人に対して26台の救急車で対応をしています。つまり、１つの救急車で賄

うというか、その人口がすごい多いということになるんですね。新潟市と比べてですけれども。 

 言いかえれば、救急車は限りある資源です。近年、救急出動件数は増加しており、救急車の

現場到着時間が延長しています。令和３年度は９分48秒、前年は９分18秒です。本当に救急車

が必要なために、不要な救急要請は控えていただきたいです。救えるべき命が救えなくなりま

す。 
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 この件につき、私は令和３年の代表質疑でも取り上げました。また、令和５年第３回定例会

においても現状を伺いました。消防局や関係各位の頻回利用者を減らす御尽力によって、頻回

利用者の数は大幅に減少いたしました。 

 そこで伺います。 

 救急搬送の現状と課題についてです。お示しください。 

 次に、教育行政です。 

 子供を育てることは、未来の日本を支える人材を育てることであり、社会全体で支えていく

必要があります。中でも、食は重要であり、将来にわたり健康であり続けるための基礎の１つ

となります。 

 子供の成長を社会全体で支える施策の１つとして、子供たちに安心で充実した食の環境を整

える取組を進めるため、私たちは学校給食費の無償化を提言しております。 

 それは全ての家庭に均一であるものであり、所得制限を設けずにやるべきだと思っておりま

す。 

 そこで伺います。 

 学校給食無償化について、本市の見解をお示しください。 

 教育なんですけれども、米百俵の精神にあるように、教育政策こそ、まさに要であります。

百俵の米という故事を皆さん御存じだと思いますけれども、文武両道に必要な百俵の米が寄附

がありましたね。会津藩で、昔。それをその生活に使うのではなく、文武両道に必要な書籍、

器具の購入に充て、米百俵を売却し、その代金を学校の資金につぎ込んだという故事でござい

ます。 

 生徒児童を取り巻く教育環境の整備については、十分過ぎるほどの配慮が必要であります。

生徒の目線からすればですね、専門的に指導できる顧問がいなかったり、また、生徒数の減少

によりチームを構成するには部員数が足りないと。今、部活の話をしております。そういった

ことがあります。 

 一方ですね、生徒の目線では、入りたい、この学校区に通って、そこで例えばサッカーをや

る、バレーをやりたい。でも、そのバレー部はこの学校にはない。だけど近隣にはある。だっ

たらそっちで一緒にやっていこうという話なんですね。でも、それがない場合もありますよね。

どこに行ってもない場合も。 

 やっぱり部活って、非常に重要なその可能性を引き出す、また、チームワークのあるプレー

は、チームワークで協調することを学ぶように非常に重要な要素であります。これ、やっぱり

充実するためには、本市もいろいろやっておりますけれども、今、この現状について伺います。 

 また、先生のアンケートでは、部活に負担を感じる教員の数も、令和２年31.8％から令和４

年の42.6％に増加しております。 

 そこで伺います。 

 部活動の現状と今後について伺います。 

 学校には、様々な課題があります。学力もそうですし、いじめの問題もあります。私、１期

目からこれは申し上げているんですけれども、やはり風通しのよい教育環境をつくることで、

改善される側面もあります。 

 抽象的な表現で大変恐縮ですけれども、例えば、三鷹市の小中学校を一体とし、１つの学園

とする取組では、地域住民が学校運営に参加している、いわゆるコミュニティスクールという
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ものです。その効果は、データでありますけれども、学力が向上したということ、あと、いじ

めの減少があったという、そういうデータもあります。 

 今、本市では、小中連携を進めております。もちろん小中連携でも、精度を高め、できるこ

とはどんどんできていくと思うんですけれども、私は小中一貫のほうが様々な課題に対応でき

ると思っております。そこでは、学校を核とし、地域のコミュニティーを深くさせるという意

味での深化、進めるという意味での進化、させることになります。その見地から小中一貫の必

要性を提言してまいりました。 

 そこで伺います。 

 小学校と中学校の連続性の確保についてお示しください。 

 例えば、学校の授業の内容というのはですね、各児童生徒ごとにレベルが異なります。どう

してもボーダーに合わせて進めざるを得ないと、教員は細心の注意を払うと思います。 

 それでですね、そういった場合にですね、学習進度が遅い児童生徒には、補充的な課題を個

別に与えるなど、比較的手厚い対応をされていることは承知しております。しかし、進度が速

い生徒、その能力を引き伸ばすことも必要と考えます。その進度が速い生徒も、もちろん進度

が遅い生徒もそうなんですけれども、持っていない、誰にも発掘されていない才能がある。原

石のような光があるかもしれない。そういったものを引き出すようなことは、なかなか行政で

は難しいとは思うんですが、そういったことも含めて、何かしなくてはいけないというふうに

思っております。 

 では、お伺いします。 

 授業において学習の定着が不十分な児童生徒や学習進度の速い児童生徒への最適な教育が必

要と考えますが、いかがでしょうか。 

 最後に、選挙管理行政についてです。 

 参政権、選挙権は参政権ですね。自らのことを自らで決めるという民主制の根幹を成す極め

て重要な権利であります。統一地方選挙の投票率だけで見ても、毎年低迷を続けており、直近

の千葉市議会議員選挙では38.25％と、非常に低いです。市では、投票率の向上を促進するた

めキャンペーンを展開しております。なかなか結果を出しているとは言えません。 

 一方で、投票したいが投票所まで行けない高齢者や障害者等のいわゆる投票困難者が地域に

は多くいらっしゃいます。 

 他自治体では、投票所までの送迎などの取組もあるようですが、投票困難者が自宅で投票で

きる制度として、郵便等による不在者投票があります。ただ、この制度は非常にハードルが高

いです。これを利用するには、要件が身体障害者手帳の両下肢が１級または２級、介護保険の

要介護などが５など、ハードルが高いです。 

 私の母は要介護４ですけれども、投票所には行けません。そういった方も結構いらっしゃる

と思います。 

 選挙権があり、投票する意思がある市民のために、投票所までの送迎や郵便等投票の高いハ

ードルを緩和し、機会を与えてはいかがでしょうか。 

 そこで伺います。 

 高齢者や障害者等のいわゆる投票困難者への対応については、どのようになっているのでし

ょうか。 

 以上で、１回目の質問を終わります。（拍手） 
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○議長（石川 弘君） 答弁願います。神谷市長。 

〔市長・神谷俊一君 登壇〕 

○市長（神谷俊一君） ただいま、日本維新の会・無所属の会を代表されまして、櫻井崇議員

より市政各般にわたる御質問をいただきましたので、順次お答えいたします。 

 初めに、新年度予算編成と物価高騰対策についてお答えします。 

 まず、新年度予算の見通しと編成の考え方についてですが、令和６年度の財政見通しは、歳

入では市税収入の減少が見込まれ、地方交付税等も大きな増加は期待できない中、歳出におい

ても扶助費の増加のほか、市有施設の更新や新清掃工場の建設等に係る財政需要に加え、資材

価格や人件費の上昇による各種行政コストの増加も予想されるなど、予断を許さない収支状況

になることが見込まれております。 

 こうした状況を踏まえまして、新年度の予算編成に当たりましては、市税等の徴収対策の強

化といった歳入面の取組のほか、歳出におきましても、市民生活に配慮しながら、必要に応じ

て事務事業の見直しを行うなど、引き続き財政の健全性の維持に向けた取組を推進してまいり

ます。 

 また、２年度目を迎える第１次実施計画事業につきましても、事業費の精査や効率的な財源

の配分により事業の推進を図り、市民サービスの維持向上と持続可能な都市運営に取り組んで

まいります。 

 次に、新年度も含めた今後の本市の対応についてですが、今年度におきましても、物価の高

騰が継続していることを踏まえ、限られた財源を最大限活用し、市民の皆様の日常生活の下支

えや事業者の方々の負担軽減に向けた取組など、できる限りの対応を講じてまいりました。 

 こうした中、今般の国による総合経済対策の決定を受け、今議会においても、学校等給食費

のさらなる支援や中小企業支援の申請件数の増に対応する経費を追加する補正予算を提出した

ところでございますが、そのほかの取組につきましても、できる限り早期に取りまとめ、補正

予算案の提出を目指してまいります。 

 また、消費者物価指数、企業物価指数ともに高い水準が継続しており、市民、事業者の皆様

への影響が予想されることから、新年度におきましても対応が必要であると考えております。 

 この考えのもと、来年４月の下水道使用料の改定につきましては、上昇幅の抑制に取り組ん

だところでありますが、そのほかの施策につきましても、物価の動向とその影響、国、県の対

策の取組状況やその効果のほか、国による財源措置の状況等を総合的に勘案しながら適切な対

応に努めてまいります。 

 次に、ガザ地区での紛争、人権侵害についてお答えします。 

 ガザ地区の情勢に関する見解についてですが、紛争や人権侵害に対しては、事態の打開を図

り、平和的に解決されるよう国際社会が積極的に関与することが必要であります。本市として

も、先月８日、九都県市首脳会議の構成員として、紛争当事者や国際社会に向けて即時の戦闘

休止と人質の解放、国際法や国際人道法の遵守、ガザ地区の人道状況の改善を訴える緊急人道

アピールを行ったところでございます。 

 次に、千葉開府900年記念事業についてお答えします。 

 まず、900年記念事業の位置づけについてですが、市制が施行されて以降、開府800年及び

850年という50年ごとの大きな節目について、それぞれの状況に応じて、過去、現在、未来を

つなぐ記念事業を行ってまいりました。 
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 昨今の変化が激しく、先行きが不透明な社会情勢の中で、改めて千葉一族の挑戦と活躍から

学ぶとともに、より豊かな未来の実現に向けた取組を官民一体となって行うことが重要である

と考えており、去る11月14日に行われました第１回記念協議会でお示しした推進計画の素案に

おいて、千葉一族からの学びを生かし、未来へ向けた人づくり、文化づくりを基本理念として

掲げたところでございます。このような理念に基づいて記念事業を展開してまいりたいと考え

ております。 

 次に、900年記念事業に向けて、今後、協議会でどのような取組を行っていくのかについて

ですが、今年度は開府900年記念事業の基本的な考え方や体制、スケジュールなどを定める推

進計画を年度内に策定してまいります。 

 また、令和６年度には、ロゴマークやキャッチコピーを公募し、市民参加型により選定する

ほか、多くの方々に参画いただけるよう多様な手段を提供する制度を設けるなど、気運醸成の

取組を進め、開府900年となる令和８年度には、記念式典や多くの市民の皆様とともに祝うイ

ベントなどを開催してまいりたいと考えております。 

 次に、900年記念事業の中において、スポーツを取り入れていくのかについてですが、千葉

開府900年記念事業推進計画の素案における理念として、文化づくりを位置づけておりますが、

スポーツは、芸術と並び文化を構成する重要な要素であると考えております。 

 本市では、従来から愛好者の多い野球やサッカーなどに加えまして、パラスポーツやアーバ

ンスポーツを推進するなど、本市の多彩なスポーツが楽しめる環境の充実に取り組んでいると

ころでございます。 

 開府900年をさらなるスポーツ環境の充実の契機と捉えて、多くの市民の皆様が気軽に参加

し、親しんでいただける機会の創出に向け、幅広い検討を進めてまいります。 

 次に、県と市の関係についてお答えをいたします。 

 県市間の課題解決に向けた取組についてですが、知事と市長による千葉県と千葉市の連携推

進会議をこれまで２回開催し、消防防災ヘリコプターの共同運行等と水道事業の２項目につい

て協議を行いました。 

 このうち、消防防災ヘリコプターにつきまして、広域的な活用の在り方、県による維持管理

経費の一部財政負担について確認を行い、これに基づき、本年３月に県と市の間で消防防災ヘ

リコプターの出動に関する協定を締結したところであり、地震、台風による県内各地の情報収

集や各訓練への参加など、県全体の消防防災力向上のための活動を実施しております。 

 また、私が市長に就任した後の県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議には、私と市の

関係部局が毎回出席できるようになり、県と市がリアルタイムで対策の検討や情報共有を行う

など、重要な課題に対して連携して取り組んできたところでございます。 

 このほか、県の特別支援学校整備において、旧花見川第二中学校跡地を活用、また、市の新

病院整備におきまして、県企業局が確保していた若葉住宅地区小学校広域施設用地の一部を活

用するなど、県有地と市有地の有効活用における連携も進んでおります。 

 今後も、連携推進会議の議題である水道事業をはじめとして、県と市にまたがる重要な課題

につきましては、随時首長同士で協議を行うなど、県市間の課題解決に向け、取り組んでまい

ります。 

 次に、人口についてお答えいたします。 

 本市の出生数増加に向けた取組についてですが、出生数の減少は、本市のみならず全国的な
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傾向であり、重要かつ喫緊の課題であると認識をしております。 

 このような我が国全体にまたがる課題の改善に当たっては、各自治体が競い合う形で市の単

独事業を中心に対策を講じるだけでは、自治体、特に本市を含む交付税を受けている団体には

財政面の制約があるため、取組が偏在、分散し、国全体として十分な効果が得られないことか

ら、国が責任を持って若い世代等が抱いている結婚や子育てに関する不安を払拭するとともに、

高等教育に係る教育費を含む経済的な負担感の抜本的な解消に向けた取組を強力に推進するこ

とが重要であると考えております。 

 こうした前提に立ちつつも、本市では、これまで保育所の重点整備などにより、４年連続待

機児童ゼロにつなげるなど、子育てしやすい環境の充実に取り組んでまいりました。また、今

年度から開始した第１次実施計画では、子ども医療費助成の拡充などとともに、医療的ケアが

必要な子供の受入れ態勢の整備や発達障害のある方への支援、子ども家庭総合支援拠点の整備、

ヤングケアラー支援体制の強化などを位置づけ、様々な環境に置かれた子供や家庭に対するき

め細かな支援に取り組んでいるところでございます。 

 これらの施策を通じまして、本市の安心して出産、子育てができる環境を実感いただくこと

が出生数の増加につながっていくものと考えております。 

 最後に、学校給食無償化についてお答えいたします。 

 本市の見解についてですが、学校給食費の無償化については、昨年１月から導入をしており

ます第３子以降無償化のほかに、経済的に困窮している世帯については、生活保護や就学援助

制度により既に無償化されており、昨年度は、合計で約17％の児童生徒が無償化の対象となっ

ておりますが、完全無償化した場合は、今年度の食材費の物価高騰対応分も考慮いたしますと、

年間で約36億円の追加費用が見込まれます。 

 学校給食費の無償化は、子育て世帯への経済的支援してはもちろん、実際に子供が給食を食

する現物給付であるという点におきまして確実に支援が届くものであり、効果的な施策である

と考えておりますが、対象を本市独自で拡充することは多額の費用を要することとなり、今後

さらに進展する高齢化への対応や公共施設の老朽化対策のほか、長引く物価高騰の影響により

多額の財政需要が見込まれている中で、教育や子育て支援の施策全体においても優先度を見極

めて、限られた一般財源の中で実施すべき施策を総合的に検討する必要がございます。 

 また、子育て世帯の経済的負担の軽減について、特に多額の経費を要する事業を国費でなく

地方単独事業のみで実施することは、財政力などを要因として自治体間の差異がおのずと生じ、

それを国として許容することを意味します。そのため、全国的に対応が必要な事業については、

自治体間の競争に委ねることなく、国の責任において長期的に安定的な財源を確保し、全国共

通の制度を構築することが必要であると考えております。 

 このような中で、政府が本年６月に閣議決定しておりますこども未来戦略方針では、学校給

食費の無償化の実現に向けて課題の整理を丁寧に行い、具体的方策を検討するとされているこ

とから、国の財政措置による学校給食費の無償化の実施を私自ら直接国に要望を行ったところ

でございます。 

 以上で答弁を終わります。 

 私の答弁以外につきましては、両副市長、教育長並びに選挙管理委員会事務局長から答弁を

いたします。 

○議長（石川 弘君） 大木副市長。 
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○副市長（大木正人君） 市長答弁以外の所管についてお答えをいたします。 

 初めに、ヤングケアラー等の介護者と被介護者についてお答えをします。 

 まず、ケアラーが置かれている現状と見解についてですが、昨年度に本市が行った実態調査

によりますと、介護を要する在宅高齢者のうち、約半数が同居する65歳以上の配偶者の介護を

受けており、また、介護者の約６割の方が介護による負担から心身の健康に不安を感じている

などの状況がうかがえます。 

 家族の介護が負担で学業や仕事など日々の生活に支障を来さないようにするためには、介護

サービスなどの利用による過重負担の軽減、相談体制の整備、充実に加えまして、家族介護の

負担の実情、相談機関や支援策などの情報を広く市民の皆様に対して提供していくことが重要

であると考えております。 

 次に、ヤングケアラー支援の現状と今後の取組についてですが、令和３年度に実施した実態

調査により、ヤングケアラーに関する認知度が不十分であると認識をしており、４年度から、

教職員や介護事業者など支援を必要とする人に係る職種の方を対象に研修を実施するとともに、

５年度にはヤングケアラーに該当する状況や相談窓口などを案内するリーフレットを作成し、

市立学校に通う児童生徒へ配布することとしております。 

 今後、ヤングケアラー本人や家族のほか、その置かれている状況に気づいた方からの相談先

を充実させるとともに、ヤングケアラーが直面する様々な課題を解決するために、庁内外の支

援機関と連携し、必要な支援策を提供できるよう取り組んでまいります。 

 次に、共同親権についてお答えをいたします。 

 まず、共同親権の国の審議状況についてですが、令和４年度、家族法制の見直しに関する中

間試案に関するパブリックコメントが実施され、その内容に基づき、家族法制の見直しに関す

る要綱案の取りまとめに向けたたたき台が示され、法務省法制審議会の家族法制部会において

審議が行われております。 

 たたき台の内容といたしましては、父母が離婚をする場合、協議の上、父母の双方又は一方

を親権者と定めるものとされております。ただし、協議が調わない場合や子の利益を害すると

認められる場合には、家庭裁判所等が協議に代わる審判をし、父母の一方を親権者と定めるこ

ととされております。 

 次に、面会交流に対する市の考え方についてですが、面会交流は、子供がどちらの親からも

愛されていることを実感することで、子供の健やかな成長につながる大切な機会であると認識

をしております。 

 実施に当たりましては、内容や頻度、実施場所などを含め、両親の合意などに基づき行われ

るものであり、お互いに協力し合いながら子供の利益を最優先して実施する必要があるものと

考えております。 

 次に、地域による避難行動要支援者の支援体制についてお答えをいたします。 

 避難行動要支援者に対する支援についてですが、本市では、避難支援の対象者の範囲、自助、

共助、公助の役割分担、避難行動要支援者の情報収集、共有の方法、避難指示などの発令、伝

達、支援体制など、要配慮者対策の基本的事項を定めた千葉市災害時要配慮者支援計画に基づ

き各種支援策を展開しております。 

 特に、要配慮者の方々が円滑かつ迅速に避難するためには、地域による支援が特に重要であ

るため、避難行動要支援者名簿を作成し、支援団体などに名簿情報を提供することで地域の支
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援体制の構築を図っているところであります。 

 また、名簿に掲載されております要配慮者のうち、特別な支援が必要な方や災害リスクが特

に高い地域にお住まいの方などには、市が主体となり個別避難計画を作成する事業も進めてい

るところであります。 

 次に、安全・安心メールの運用についてお答えをいたします。 

 防犯情報の運用についてですが、安全・安心メールは、市民の皆様に日頃から防犯や災害に

対し高い意識を持って行動していただくことを目的に、電子メールを活用し防犯・防災情報な

どを提供を行うものであります。 

 このうち、防犯情報につきましては、警察や教育委員会などから情報提供を受けた際に、空

き巣や引ったくりなどの発生情報や緊急性の高い防犯に係る情報、不審者情報、多発している

犯罪の防犯対策などに区分して配信しておりまして、受信者はこの区分や地域を指定して犯罪

発生情報などを受信することができます。 

 また、近年、電話de詐欺による被害が多発していることから、昨年12月に電話de詐欺に関す

る情報だけを配信する区分を新たに設け、注意喚起を強化しております。 

 次に、医療的ケアについてお答えをいたします。 

 医療的ケアなどに対応できる障害福祉サービス事業所についてですが、本市では、重度障害

者に対応できる事業所の整備を促進するため、昨年度から市独自に設立に係る補助を行ってお

ります。 

 この結果、花見川区と緑区に、医療的ケアのある方を含む重度障害者に対応できるグループ

ホームと生活介護事業所がそれぞれ整備される予定であり、それぞれの定員の合計は、グルー

プホームで32人、生活介護事業所で40人となっております。 

 このほか、市内の介護老人保健施設に空床利用による短期入所の開設の働きかけを行ったこ

とにより、令和３年度から、重症心身障害者などの受入れが開始されております。 

 今後につきましては、本市が今年度実施した医療的ケア児者等実態調査の結果を踏まえて、

緊急性の高さや当事者のニーズを勘案し、より実態に合わせた障害福祉サービス事業所の確保

を検討してまいります。 

 最後に、救命体制についてお答えをいたします。 

 救急搬送の現状と課題についてですが、本市をはじめ、全国的に救急需要は増加傾向にあり、

本年10月末現在、本市の救急出動件数は過去最高の件数となった昨年の同時期を大幅に上回っ

ております。 

 今後、さらに救急需要が増加した場合、平均現場到着時間が延伸するほか、搬送困難事案の

増加も懸念されていることから、総合的な救急需要対策が課題と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 青柳副市長。 

○副市長（青柳 太君） 市長答弁以外の所管についてお答えします。 

 初めに、再生可能エネルギーについてお答えします。 

 再生可能エネルギー、いわゆる再エネに対する本市の認識と普及に向けた取組についてです

が、千葉市地球温暖化対策実行計画においては、再エネ導入を重要な施策と位置づけ、市域で

の創出が期待できる再エネ量をあらわす再エネ導入ポテンシャルに基づき、2030年度の導入量

を現状の約5.5倍に増加させることとしております。 
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 そのため、市民や事業者等による再エネの導入に向けた取組を促進するため、太陽光発電設

備の設置や建物のＺＥＨ化、ＺＥＢ化の支援等を行っております。また、公共施設においては、

令和２年度から４年度にかけて、避難所となる公民館や市立学校140施設への太陽光発電設備

と蓄電池の導入を進めてきたところです。 

 今後も、市民等への太陽光発電設備等の設置支援を継続するとともに、公共施設への太陽光

発電設備の設置や農地を活用したソーラーシェアリング、調整池におけるフロート型太陽光発

電など、多様な手法による再エネの導入を進めてまいります。 

 次に、企業誘致についてお答えします。 

 今年度の取組と今後の方向性についてですが、経済社会活動の正常化が進み、企業や関係先

への積極的な対面訪問を本格化させるとともに、本市の立地優位性や各企業のそれぞれの状況

に合わせた支援制度の提案をきめ細やかに行うことにより、本市への新規進出や追加投資を促

しているところでございます。 

 令和５年第３回定例会での補正予算により制度化しましたオフィス環境整備等補助について

は、物価・資材高騰等による移転費用の高止まりを受け、企業からの関心も高く、企業誘致の

実現などの成果につながっております。また、立地企業の市内定着化及び新たな拠点拡充や設

備投資を促進するため、進出後も定期的に訪問し、各企業の投資見込みや御要望等を伺ってい

るところでございます。 

 今後も引き続き、企業ニーズを適切に捉えた支援制度やサポート体制となるよう改善を重ね

ることで、本市が企業から新たな進出先として、また、操業を続ける場所として選ばれる都市

となるよう努めてまいります。 

 次に、千葉市競輪事業についてお答えします。 

 今後の方針についてですが、250競走は、開幕当時に新型コロナウイルス感染症の影響によ

り周知活動が制限されたことや専用発売サイトで十分な車券購入者数を獲得できなかったこと

などから、車券売り上げ及び来場者数が当初の想定を下回っており、車券売り上げ向上と来場

者増に向けた取組が必要と考えております。 

 具体的には、本年８月から新たに開設した250競走専用の発売サイトで、新規会員登録や車

券購入した方などに対するキャンペーンの実施やウェブ公告等のプロモーションを強化するこ

とで登録会員を増やし、車券売り上げの改善に努めているところであります。 

 また、大手民間ポータルサイトでの車券取り扱いを目指し、継続的に各ポータルサイトと調

整するとともに、新たなファンを獲得するため、来年３月の週末開催日の４日間に市民無料招

待を行うなど、今後も様々な企画を実施してまいります。 

 次に、優良建築物等支援についてお答えします。 

 まず、制度の概要についてですが、本市では、再開発のマスタープランである都市再開発の

方針で定める計画的な再開発が緊急的に必要で、かつ、整備をすることで広域的な波及効果を

及ぼす再開発促進地区において、市街地の環境の整備改善や都市景観の創造のために実施され

る民間による優良建築物等の整備に対し、まちづくりへの公共貢献に応じた支援を行うことと

しております。 

 支援の内容につきましては、国が定める優良建築物等整備事業制度要綱に基づき、土地の利

用の高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業者に対し、事業費のうち、補助金の対

象となる費用の３分の２以内を補助することとしております。なお、市の補助額の２分の１以
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内について、国から補助を受けるものとなっております。 

 次に、千葉駅東口西銀座Ｂ地区の全体事業費及び補助金額についてですが、全体事業費約

203億円のうち、県都にふさわしいにぎわいの創出と公共公益的空間の確保を目的に、建物低

層部の商業施設等との一体的利用が期待でき、歩行者の回遊性向上に寄与する敷地内通路の整

備や保育、防災機能の導入等、公共貢献に応じて建築工事費の一部を補助することとし、昨年

度から令和７年度までの期間で、補助対象事業費25億2,000万円の３分の２である16億8,000万

円を補助する予定となっております。 

 なお、このうち２分の１に当たる８億4,000万円が国から補助金として交付される予定であ

ります。 

 最後に、ライドシェアについてお答えします。 

 ライドシェアについての本市の見解についてですが、地域交通の担い手や移動手段の不足と

いった深刻な社会問題に対応するため、政府は年内を目途として方向性を出すべく検討を進め

ていることは承知をしております。 

 ライドシェアについては、二種免許の効率化などタクシー事業の規制緩和の検討も必要であ

るほか、バスやタクシーなどの既存公共交通事業者への影響や利用者の安全性確保等について

の懸念もあり、丁寧な議論が必要と考えておりますが、本市内においても、公共交通不便地域

における将来にわたる移動手段の確保の観点から、コミュニティバスやデマンド型交通などと

ともに、ライドシェアの導入も選択肢の１つとなり得るものと考えており、国において、早々

に一定の方向性を打ち出してもらいたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 教育長。 

○教育長（鶴岡克彦君） 小中学校のこれからの在り方についてお答えします。 

 まず、部活動の現状と今後についてでございますが、教員の負担軽減を図るため、教員と同

等の権限を有します部活動指導員などを派遣するとともに、休日の部活動につきまして、千葉

市部活動地域移行推進協議会を設置するなど、地域クラブ移行の取組を推進しております。 

 また、部員数や部活動数の減少により、生徒の活動欲求に応えることが困難な状況である場

合は、学校間の連携により対応をしております。今後も、学校の働き方改革の観点を踏まえつ

つ、生徒のスポーツ・文化芸術活動に親しむ環境を維持できますよう取り組んでまいります。 

 次に、小学校と中学校の連続性の確保についてでございますが、これまで小中学校の円滑な

接続を図り、児童の中学校入学時の不安感の軽減や児童生徒の自尊感情、学習意欲が向上しま

すよう、全市で小中連携に取り組んでまいりました。 

 また、義務教育９年間の学びの連続性を重視し、一人一人の個性や能力をより一層伸ばす教

育活動を展開することを目的に、３つの中学校区におきまして、小中一貫教育を進めてまいり

ました。今後も、小中一貫教育校の特色ある教育活動が充実するよう取り組むとともに、市立

小中学校に対しましてその成果を周知するなど、小中学校間の連携のさらなる充実を図ってま

いります。 

 最後に、学習の定着が不十分な児童生徒や学習進度の速い児童生徒への教育についてでござ

いますが、児童生徒の学習に取り組む意欲や学習進度、興味関心などは、様々であると認識し

ております。学習内容の定着が不十分な児童生徒に対しましては、その要因となる課題を踏ま

えつつ、チームティーチングを活用するなど、個別支援を行っております。 
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 また、学習進度の速い児童生徒に対しましては、習熟度別学習を取り入れるなど、児童生徒

が主体的に発展的な学習に取り組めますよう環境を整備することが大切であり、この点につき

ましては、まだ課題があるのが実情でございます。 

 今後につきましては、子供の成長やつまずき、悩みなどの理解に努め、個々の興味、関心、

意欲等を踏まえまして、全ての子供たちのよさや可能性を引き出すため、ＩＣＴなどを活用し

ながら、主体的な学習につなげられますよう個別最適な学びの実現を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（清水公嘉君） いわゆる投票困難者への対応についてお答えいた

します。 

 高齢者や障害者等のいわゆる投票困難者への対応についてでございますが、投票所への送迎

や移動期日前投票所の設置を行っている自治体があることは承知しております。これらの取組

は、市町村合併や有権者の減少などに伴う投票所の統廃合などにより投票所までの距離が遠く

なったことで、移動手段を確保することが難しくなった選挙人への代替措置として実施された

ものが多く、投票所の統廃合を行っていない本市とは、状況が異なるものと考えております。 

 また、仮に実施するとした場合でも、対象地域や対象者の範囲、運用に係る経費など、様々

な課題が考えられることから、直ちに実施することは難しいものと考えており、引き続き他自

治体の実施状況について研究してまいります。 

 なお、選挙管理委員会といたしましても、投票困難な方々の投票機会の確保は重要な課題と

認識しており、郵便等による不在者投票の適用対象者の範囲の拡大について、引き続き指定都

市選挙管理委員会連合会を通して、国に法改正を要望してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 櫻井崇議員。 

○36番（櫻井 崇君） 市長、両副市長、また教育長、選挙管理委員会、御答弁ありがとうご

ざいました。ただいまの御答弁でおおむね理解できましたので、２回目の質問に入りたいと思

います。 

 まず、総務行政についてです。 

 我が会派は、千葉市避難行動要支援者名簿に記載されない多数の市民の安全が気になってお

ります。例えば、乳幼児や妊産婦は条例で定める要支援者に含まれておらず、避難行動要支援

者名簿には記載されないわけでございます。 

 特に、妊婦の場合ですね、支援をするのが近隣者というふうに考えられておりますけれども、

例えば近隣関係が希薄だった場合にはどうするのかという、そういった点も気になっておりま

す。 

 ですから、伺います。 

 要支援者名簿に含まれない要配慮者のうち、特に乳幼児や妊産婦に対する避難支援にどう取

り組まれるのでしょうか。 

 次は、総合政策行政についてでございます。 

 県単独補助金について、神谷市長の御尽力で進んでいるというふうに理解はいたしました。

私はですね、県単独補助金における本市の取り扱いについて、さらに強く改善を求めるべきで

はないかと考えますが、御見解をお示しください。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第４号（12月８日） 

－68－ 

 次に、消防行政についてです。 

 救急需要が増加する一方で、出動できる救急車がない。千葉市内で、先ほど申し上げました

けれども、救急車が全て出動していて１台もないケースを待機ゼロと言います。さきの定例会

でも一般質問で取り上げております。この課題を解決するには、やはり救急車の増設であると

考えます。 

 そこで、ピンポイントで伺ってしまうんですけれども、救急車の増設等を含めた救命体制に

ついて今後の対策をお示しください。 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。神谷市長。 

○市長（神谷俊一君） ２回目の県と市の関係についての御質問にお答えをいたします。 

 県単独事業補助金における本市の取り扱いについて、強く改善を求めるべきではないかにつ

いてですが、県単独事業補助金の一部につきましては、政令指定都市移行時の県市間協議によ

り県単独事業について委譲を受けたことに伴って、本市が他市町村と異なる取り扱いとなって

おりますが、令和３年７月に知事との意見交換の場において私から改善を求めております。 

 これを受けまして、窓口を県市ともに一本化をし、県単独事業補助金を新設する際には、本

市が政令指定都市であることを理由として補助対象外としたり、補助率に差を設けたりするこ

とはせず、他の市町村と同様の取り扱いとすることなどを求めております。 

 今年度に新設されました県単独事業補助金においては、脱炭素促進事業やがん患者ＱＯＬ向

上事業をはじめ、全て本市も対象となっております。 

 今後も、社会情勢の変化や市民等への影響などを踏まえまして、既存の補助金の取り扱いも

含め、継続的に県に対して改善を求めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 大木副市長。 

○副市長（大木正人君） 初めに、地域による避難行動要支援者の支援体制についてお答えを

いたします。 

 乳幼児や妊産婦に対する避難支援についてですが、地域防災計画では、自らが掲載の意思を

示さない限り、避難行動要支援者名簿には掲載されない乳幼児、妊産婦、外国人等、災害時負

傷者、災害孤児等、地理に不案内な旅行者等についても、要配慮者としております。 

 千葉市災害時要配慮者支援計画では、複数の乳幼児を抱える保護者の避難には近隣住民など

による支援が有効であることや乳幼児は免疫力が弱く、避難所内の環境への配慮の必要性など

が記載され、妊産婦につきましては、避難行動に制約があり、特に出産時期が近い場合、避難

に対して消極的になることもあり、近隣者などによる避難準備等を支援していくことが望まし

いなど、乳幼児や妊産婦の避難に関し配慮すべき内容を記載しております。 

 避難所開設・運営マニュアル例では、乳幼児や妊産婦のために授乳室、更衣室、母子避難ス

ペースを確保することなど、妊産婦をはじめ、要配慮者に対しできる限り配慮することを記載

し、各避難所での取組を進めております。 

 最後に、救命体制についてお答えをいたします。 

 課題への対策についてですが、救急需要を抑制するため、千葉市救急受診ガイドや全国版救

急受診アプリの活用の推進に加えて、医療従事者に相談が可能な救急安心電話相談シャープ

7119の活用を広報しているほか、関係機関と連携を強化し、救急車の頻回利用者に対応するな

ど、対策を推進してまいります。 
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 また、増加した救急需要に対応するため、現在、救急搬送の逼迫状況に応じて非常用救急車

を運用しておりますが、さらなる救急需要の増加に備え、新たな救急車の配備についても検討

してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 櫻井崇議員。 

○36番（櫻井 崇君） 御答弁ありがとうございました。おおむね理解いたしました。 

 これからも、県としっかりと協議をしていくということと、市民の安全・安心を守るために

いろんな施策を展開していただきたいと思います。あと、小さな声をですね、しっかりと拾っ

ていただきたいと思っております。 

 間もなく、開府900年を迎えます。私たちも千葉市民です。今まで継承してきたものをしっ

かりと受けとめて、それを後世の千葉市民に伝えていく。そのために、我が会派は、市長をト

ップとする市執行部の皆様と先輩、同僚議員の皆様としっかりと連携して、言うべきことは言

う、聞くべきことは聞くということでやっていきたいと思っておりますので、どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

 御清聴、ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 櫻井崇議員の代表質問を終わります。 

 以上で、代表質問を終わります。 

 本日の日程は、以上で終了いたしました。 

 次会は、11日午前10時から会議を開きます。 

 本日は、これをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

午 後 ４ 時 20 分 散 会 

────────────────────────── 
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